






































































































































































































































（ヲ）資本的支出の状況 

a．資本的支出の予定 

 本投資法人が平成28年10月31日現在保有する資産に関し、現在計画されている平成29年４月期の改修工

事等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事予定金額には、会

計上費用に区分処理される部分が含まれています。 

不動産等の名称 所在地 目的 予定期間 

工事予定金額（百万円） 

総額 
当期 

支払額 

既支出 

総額 

リゾナーレ八ヶ岳 
山梨県 

北杜市 

客室及び共用部改修工

事 

自 平成28年６月 

至 平成29年４月 
1,326 40 53 

リゾナーレ八ヶ岳 
山梨県 

北杜市 
エレベータ更新工事 

自 平成29年１月 

至 平成29年４月 
47 - - 

界 箱根 

神奈川県 

足柄下郡 

箱根町 

大浴場・客室改装及び 

昇降機更新等施設維持

投資工事 

自 平成28年12月 

至 平成29年１月 
228 - - 

リゾナーレ熱海 
静岡県 

熱海市 

B棟全客室・廊下の改装

工事及びB棟客室増室工

事 

自 平成29年１月 

至 平成29年５月 
75 - - 

ANAクラウンプラザ

ホテル広島 

広島県 

広島市 

シングルルームダブル

化工事・ツインルーム

改装工事 

自 平成29年１月 

至 平成29年３月 
48 - - 

ANAクラウンプラザ

ホテル広島 

広島県 

広島市 
エレベータ更新工事 

自 平成28年６月 

至 平成29年１月 
110 - - 

 

b．期中の資本的支出 

 本投資法人が平成28年10月31日現在保有する資産に関し、当期に行った資本的支出に該当する主要な工

事は以下のとおりです。当期の資本的支出は1,037百万円であり、費用に区分された修繕費55百万円と合

わせ、合計1,092百万円の工事を実施しています。 

不動産等の名称 所在地 目的 期間 

工事金額（百万円） 

総額 
当期 
支払額 

既支出 
総額 

リゾナーレ熱海 
静岡県 

熱海市 

外壁及び9F・11F内装

改修工事 

自 平成28年５月 

至 平成28年７月 
246 240 246 

ANAクラウンプラザ

ホテル金沢 

石川県 

金沢市 

大宴会場調光ユニット

盤・照明器具更新工事 

自 平成28年８月 

至 平成28年９月 
58 58 58 

星のや軽井沢 

長野県 

北佐久郡 

軽井沢町 

森のスケートリンク設

営工事 

自 平成27年10月 

至 平成28年７月 
338 338 338 

リゾナーレ八ヶ岳 
山梨県 

北杜市 

客室及び共用部改修工

事 

自 平成28年６月 

至 平成29年４月 
1,326 40 53 

 

 

- 115 -



（ワ）個別不動産の概要 

a. 「特定資産の概要」欄に関する説明 

・「分類」は、本投資法人が投資対象とする資産のブランドの別に従い「星のや」、「リゾナーレ」、

「界」及び「その他」の４つの分類のいずれかを記載しています。 

・「用途」は、当該物件の現況に従い、主として洋風の構造及び設備を有する宿泊施設については「ホテ

ル」と、主として和風の構造及び設備を有する宿泊施設については「旅館」と、それぞれ記載していま

す。かかる「用途」欄の記載は、本投資法人の投資方針に照らした各施設の特性を総体として把握するた

めの分類であり、各施設を構成する個別の建物の不動産登記簿上の用途とは必ずしも一致しません。 

・「取得年月日」は、各不動産の取得日を記載しています。 

・「特定資産の種類」は、特定資産としての不動産等資産の種別を記載しています。 

・「取得価格」は、売買契約に記載された売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を

含みません。）を記載しています。ただし、星のや 軽井沢については、売買代金に売主兼借地権設定者

に対する借地権設定に係る権利金500,000,000円を加算した金額を記載しています。 

・「鑑定評価額（価格時点）」は、株式会社立地評価研究所、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑

定株式会社から取得した各運用資産に係る不動産鑑定評価書等に記載の不動産鑑定評価額等及び価格時点

を記載しています。 

・「所在地（住居表示）」は、原則として、住居表示を記載しています。住居表示のない物件は、不動産登

記簿上の建物所在地（複数ある場合にはそのうちの一所在地）を記載しています。 

・「交通」は、株式会社立地評価研究所、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会社から取得

した各運用資産に係る不動産鑑定評価書等に基づいて記載しています。 

・土地の「地番」は、登記簿上の建物所在地（複数ある場合にはそのうちの一所在地）を記載しています。 

・土地の「建ぺい率」は、原則として、建築基準法第53条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する

割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる建ぺい率の上限値（指定建ぺい率）（複数ある

場合にはそのいずれも）を記載しています。指定建ぺい率は、防火地域内の耐火建築物であることその他

の理由により緩和若しくは割増され、又は減少することがあり、実際に適用される建ぺい率とは異なる場

合があります。 

・土地の「容積率」は、建築基準法第52条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、

用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率の上限値（指定容積率）（複数ある場合にはそのいずれ

も）を記載しています。指定容積率は、敷地に接続する道路の幅員その他の理由により緩和若しくは割増

され、又は減少することがあり、実際に適用される容積率とは異なる場合があります。 

・土地の「用途地域」は、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類（複数ある場合にはその

いずれも）を記載しています。 

・土地の「敷地面積」は、登記簿上の記載（借地がある場合には借地面積を含みます。）に基づいており、

現況とは一致しない場合があります。 

・土地及び建物の「所有形態」は、本投資法人が保有する権利の種類を記載しています。 

・建物の「竣工年月」は、主たる建物について建築基準法上の検査済証の工事完了検査年月を記載していま

す。 

・建物の「構造／階数」は、主たる建物について登記簿上の記載に基づいています。 

・建物の「延床面積」は、登記簿上の記載に基づき、附属建物の床面積も含めて記載しています。 

・建物の「設計者」及び「施工者」は、主たる建物について設計及び施工がなされた当時の社名で記載して

います。 

・「賃貸可能面積」は、賃貸することが可能な面積のうち本投資法人の保有持分に相当する面積で、本投資

法人とテナントの間で締結済みの賃貸借契約書又は当該物件の図面に表示されているものを記載していま

す。なお、「チサンイン 岩手一関インター」については、平成28年10月31日現在で有効な賃貸借契約

は、当該物件の建物に関するものと土地の一部に関するものの合計２件ですが、「賃貸可能面積」欄に

は、当該建物に関する賃貸可能面積を記載しています。 

・「稼働率」は、平成28年10月31日現在の稼働率（総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合）につ

いて、小数第２位を四捨五入して記載しています。なお、「チサンイン 岩手一関インター」について

は、平成28年10月31日現在で有効な賃貸借契約は、当該物件の建物に関するものと土地の一部に関するも

のの合計２件ですが、総賃貸可能面積及び総賃貸面積は、当該建物に関する総賃貸可能面積及び総賃貸面

積を用いています。 

・「主要テナント」は、平成28年10月31日現在において有効な賃貸借契約に基づき本投資法人から当該物件

を賃借している者のうち、もっとも賃貸面積が大きい者を記載しています。 

・「テナント数」は、平成28年10月31日現在において有効な賃貸借契約に基づき本投資法人から当該物件を

賃借する者の数を記載しています。 
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・「客室数」には、宿泊用途として使用可能な客室の数を記載しています。 

・「転貸テナント数」は、平成28年10月31日現在において有効な賃貸借契約に基づき本投資法人から当該物

件を賃借する者から転貸を受ける者の数を記載しています。 

・「特記事項」には、平成28年10月31日現在において各運用資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事

項のほか、各運用資産の評価額、収益性及び処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項を記載し

ています。 

 

b. 「賃貸借の概要」欄に関する説明 

・「賃貸借の概要」欄は、各資産に関し、ホテル又は旅館に係る賃貸借を行っているテナントとの賃貸借契

約の内容を記載しています。 

・「賃借人」、「契約形態」、「契約期間」、「賃貸面積」、「賃料」、「敷金、保証金」、「期間満了時

の更新について」、「賃料改定について」、「中途解約について」、「違約金」、及び「契約更改の方

法」は、平成28年10月31日現在において有効な賃貸借契約の内容を記載しています。 

・本書の日付現在、本投資法人は、星野リゾートグループに属する賃借人（株式会社星野リゾート、株式会

社星野リゾート・マネジメント、株式会社嵐山温泉嵐峡舘、株式会社ホライズン・ホテルズ、株式会社旭

川グランドホテル及び株式会社HROをいいます。以下、総称して「星野リゾートグループ賃借人」といい

ます。）との間で、星野リゾートグループ賃借人と本投資法人との間で締結している賃貸借契約に基づく

敷金、保証金等を、全ての星野リゾートグループ賃借人の本投資法人に対する賃貸借契約に基づく債務の

全てを担保するために差し入れられたこととみなすことを合意しています。したがって、本投資法人は、

星野リゾートグループ賃借人が賃借する各資産に関して締結されている賃貸借契約上の敷金、保証金等

を、他の資産を賃借する星野リゾートグループ賃借人の債務に充当することができます。 
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星のや軽井沢 
分類 星のや 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成25年７月16日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 7,600,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

11,100,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2148番５の一部他（星のや）／2148番７（トンボの湯、村民

食堂、ハルニレテラス）／2157番200他（森のスケートリンク） 

交通 JR北陸新幹線、しなの鉄道「軽井沢駅」より約5.8km 

土地 

地番 
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉

字赤岩2148番地８他 

建物 

竣工年月 

平成14年２月（トンボの湯・村民

食堂）／平成17年４月（星のや）

／平成21年６月（ハルニレテラ

ス）／平成28年７月（森のスケー

トリンク） 

建ぺい率 60％・30％ 構造／階数 

（星のや軽井沢） 

鉄筋コンクリート・鉄骨造 ステ

ンレス鋼板・合金メッキ鋼板葺地

下１階付２階建 

（トンボの湯） 

鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 

（村民食堂） 

鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ

鋼板葺２階建 

（ハルニレテラス） 

木造 合金メッキ鋼板ぶき平家建 

木造 合金メッキ鋼板ぶき２階建 

（森のスケートリンク） 

木造 １階建 

容積率 200％・50％ 延床面積 11,723.61㎡ 

用途地域 
第一種住居地域・第一種低層住居

専用地域 
設計者 

東環境・建築研究所（星のや、ト

ンボの湯、村民食堂、ハルニレテ

ラス）／株式会社クライン・ダイ

サム一級建築士事務所（森のスケ

ートリンク） 

敷地面積 78,888.26㎡ 施工者 

株式会社大林組北陸支店（星の

や、トンボの湯、村民食堂）／竹

花工業株式会社（ハルニレテラ

ス）／北野建設株式会社（森のス

ケートリンク） 

所有形態 借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 11,723.61㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社星野リゾート テナント数 1 

客室数 77 転貸テナント数 14 
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特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現在、

当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

・本物件は、主たる建物12棟及び付属建物40棟からなります。かかる主たる建物のうち９棟及び付属建物のうち35棟

については、その全部又は一部が木造の建築物です。 

・本物件の敷地内に一級河川（湯川）からの取水を利用した株式会社星野リゾート所有の水力発電施設が設置されて

います。 

・本土地について、本投資法人は、株式会社星野リゾートとの間で土地賃貸借契約を締結しています。 

借地権設定者：株式会社星野リゾート 

借地権の種類：普通借地権 

借地期間  ：平成25年７月16日から30年間（トンボの湯・村民食堂、星のや及びハルニレテラス部分 

73,688.42㎡）、平成28年７月25日から30年間（森のスケートリンク部分 5,199.84㎡） 

賃料（月額）：本土地に対するその前年度の公租公課の倍額を12で除した額（１円未満切捨て）。 

賃料改定  ：毎年２月末日までに、当年５月１日から翌年４月末日までに適用される月額賃料の額を借地権設

定者が書面により通知します。 

敷金・保証金：該当事項はありません。 

権利金   ：借地権設定の対価として、平成25年７月16日及び平成28年７月25日において、本投資法人は借地

権設定者に対して金500,000,000円及び金25,000,000円を権利金として支払っています（本物件の

取得価格は、かかる権利金を含む金額を記載しています。）。なお、権利金は返還されません。 

契約更新  ：借地権設定者及び賃借人である本投資法人は、賃貸借期間満了の１年前までに、更新について協

議します。賃貸借期間が満了する場合において、賃借人である本投資法人が更新を請求したとき

は、従前の契約と同一の条件で更に20年間更新するものとし、その後も同様です。ただし、借地

権設定者が賃借人である本投資法人の請求に対して遅滞なく異議を述べたときは、この限りでは

ありません。なお、借地権設定者は、正当の事由がある場合を除き、かかる異議を述べることが

できません。 

中途解約  ：借地権設定者は中途解約することができません。賃借人である本投資法人は、借地権設定者に対

して12か月前に書面により通知することにより、中途解約することができます。 

・本土地に設置された橋が水路を跨いでおり、本投資法人は、当該橋について、軽井沢町より占用許可を取得してい

ます。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成25年７月16日から20年間 

賃貸面積 11,723.61㎡ 

賃料 

年間固定賃料：600百万円（注１） 

変動賃料：変動賃料は以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（25％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注１） 森のスケートリンクの増築に伴い、本書の日付現在630百万円に増額されています。 

（注２） 運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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星のや京都 
分類 星のや 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 2,785,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

3,760,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 京都府京都市西京区嵐山元録山町11番地２号 

交通 阪急嵐山線「嵐山駅」より約1.6km 

土地 

地番 
京都府京都市西京区嵐山元録山町

11番地２他 

建物 

竣工年月 
不明（新築）／ 

平成21年10月（改修） 

建ぺい率 60％ 構造／階数 
木造かわらぶき平家建 

木造かわらぶき２階建 

容積率 100％ 延床面積 2,626.15㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 

不明（新築）／ 

東環境・建築研究所、オンサイト 

計画設計事務所（改修） 

敷地面積 9,681.98㎡ 施工者 
不明（新築）／ 

前田建設工業株式会社（改修） 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,626.15㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社嵐山温泉嵐峡舘 テナント数 1 

客室数 25 転貸テナント数 0 
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特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現在、

当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

・本建物について、増築等の際の建築基準法に基づく建築確認手続及び完了検査手続に関する確認済証及び検査済証の

一部がありませんが、前所有者である株式会社嵐山温泉嵐峡舘は京都市に対して建築基準法に基づく報告書を提出す

る等一定の手続を経ることにより増改築に支障のないことを確認しています。 

・本建物の一部分は、建築基準法が制定された昭和25年以前に建築された歴史的建造物であり、その他の部分の多くも

昭和44年以前に建築されています。本物件は、都市計画法に基づく風致地区第１種地域に関する制限、京都市建築基

準条例に基づく接道や道路幅員の制限、古都保存法に基づく歴史的風土保存区域に関する制限等の様々な法令による

制限を受けますが、これらの法令による制限が設けられる以前から本物件が存在することから、当該制限に関する法

令の規定が適用されない扱いとされています（いわゆる既存不適格）。本物件の建替え等を行う場合には、これらの

法令の規定の適用を受けるため、新たに建築面積の削減、敷地の一部の道路提供（いわゆるセットバック）等を行う

必要となる可能性があります。そのため、将来本物件の建替えや増築等を行う場合に、現状の建物と同条件の建物を

建築できない可能性があります。 

・本物件は、都市計画法に基づく風致地区第１種地域内に位置しています。また、文化財保護法に基づく史跡及び名勝

に指定されています。 

・本物件は、主たる建物２棟及び付属建物10棟からなります。かかる主たる建物２棟及び付属建物のうち８棟について

は、その全部又は一部が木造の建築物です。 

・本建物及び擁壁の一部が河川に越境していますが、売主は、当該越境について、当該部分の取り壊し等を行う際に是

正すれば足りることを、京都府に確認しています。 

・本土地の一部（1,906㎡）は、森林法（昭和26年法律第249号。その後の改正を含みます。）に定める風致保安林の指

定を受けているため、当該土地について建物その他の建築物を増築することができません。 

・本物件では、公道と繋がる道路が細いこと等から、主要な交通手段は、大堰川を運航する船となっています。なお、

株式会社嵐山温泉嵐峡舘は、当該道路を所轄の警察署より車両等通行の許可を得て利用しています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社嵐山温泉嵐峡舘 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から20年間 

賃貸面積 2,626.15㎡ 

賃料 

年間固定賃料：187百万円 

変動賃料：変動賃料は平成27年５月より以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（25％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注） 運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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リゾナーレ八ヶ岳 
分類 リゾナーレ 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成25年７月16日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 4,500,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

6,000,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 山梨県北杜市小淵沢町129番１号 

交通 JR中央本線、小海線「小淵沢駅」より約1.6km 

土地 

地番 
山梨県北杜市小淵沢町字上平井出

129番地１他 

建物 

竣工年月 

平成４年６月（ホテル・プール）

／平成16年４月（チャペル・機械

室） 

建ぺい率 50％ 構造／階数 

鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コン

クリート造陸屋根・コンクリート

板葺地下２階付５階建（ホテル・

プール） 

鉄骨鉄筋コンクリート造ガラス板

葺地下１階付平家建（チャペル・

機械室） 

容積率 100％ 延床面積 33,853.45㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 

株式会社ＩＡＯ 竹田設計室（ホ

テル・プール）／久山幸成建築設

計事務所（チャペル・機械室） 

敷地面積 75,831.81㎡ 施工者 

日産建設株式会社（ホテル・プー

ル）／りんかい日産建設株式会社

（チャペル・機械室） 

所有形態 所有権及び借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 33,853.45㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社ホライズン・ホテルズ テナント数 1 

客室数 172 転貸テナント数 16 
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特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現在、

当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

・本土地は面積が10,000㎡以上であるため、北杜市まちづくり条例により、対価を得て行われる権利の移転又は設定を

行う契約を締結しようとする場合、契約締結の３か月前までに北杜市長に対する届出が必要です。 

・本土地の一部（41,945.81㎡）について、本投資法人は、賃貸人である小淵沢財産区との間で土地賃貸借契約書を締

結しています。なお、賃貸借契約の内容は、以下のとおりです。 

借地権設定者：小淵沢財産区 

借地権の種類：普通借地権 

借地期間  ：平成25年７月16日から15年間 

賃料（年額）：年額5,976,000円 

賃料改定  ：４年ごとに双方協議の上改定します。 

敷金・保証金：該当事項はありません。 

契約更新  ：期間満了１年前までに異議を述べなかった場合は更新とし、更新後の賃貸借期間は30年とします。 

中途解約  ：解約をする場合６か月までに通知し、相手方の同意を得ます。 

・本土地の一部（13,329㎡）について、本投資法人は、賃貸人である尾根共有財産管理組合との間で土地賃貸借契約書

を締結しています。 

借地権設定者：尾根共有財産管理組合 

借地権の種類：普通借地権 

借地期間  ：平成25年７月16日から15年間 

賃料（年額）：年額1,899,115円 

賃料改定  ：４年ごとに双方協議の上改定します。 

敷金・保証金：該当事項はありません。 

契約更新  ：期間満了１年前までに異議を述べなかった場合は更新とし、更新後の賃貸借期間は30年とします。 

中途解約  ：解約をする場合６か月までに通知し、相手方の同意を得ます。 

・平成28年10月31日現在、本物件の排水設備の一部について、浄化槽が使用されており、下水道法（昭和33年法律第79

号。その後の改正を含みます。）上必要な公共下水との接続が行われていませんが、前所有者である株式会社星野リ

ゾート・八ヶ岳は、下水道への接続義務を免除し、浄化槽の継続使用することについて、北杜市に対して許可申請を

行っています。なお、本投資法人は、前所有者との売買時において、当該許可が得られない場合及び下水道への接続

が必要と本投資法人が合理的に判断した場合、直ちに前所有者の責任と費用負担で、必要な下水道への接続の工事を

行うことを前所有者と合意しています。なお、平成28年10月31日現在、前所有者は北杜市に対して浄化槽の継続使用

について協議を継続しています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社ホライズン・ホテルズ 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成25年７月16日から20年間 

賃貸面積 33,853.45㎡ 

賃料 

年間固定賃料：525百万円 

変動賃料：変動賃料は以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（15％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注） 運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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リゾナーレ熱海 
分類 リゾナーレ 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年11月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 3,750,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

4,080,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 静岡県熱海市水口町二丁目13番１号 

交通 JR伊東線「来宮」駅より約1.5㎞ 

土地 

地番 
静岡県熱海市水口二丁目1859番地

１他 

建物 

竣工年月 
平成４年10月（Ａ棟／Ｂ棟／ 

テラス棟） 

建ぺい率 60％ 構造／階数 

鉄骨鉄筋コンクリート造銅板葺 

11階建（Ａ棟／Ｂ棟） 

鉄筋コンクリート造銅板葺５階建 

（テラス棟） 

容積率 200％ 延床面積 

11,021.43㎡（Ａ棟） 

7,646.67㎡（Ｂ棟） 

4,717.08㎡（テラス棟） 

用途地域 第二種中高層住宅専用地域 設計者 株式会社森京介建築事務所 

敷地面積 65,161.44㎡ 施工者 株式会社間組 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 23,385.18㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社ホライズン・ホテルズ テナント数 1 

客室数 76 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の一部の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31

日現在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社ホライズン・ホテルズ 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年11月２日から20年間 

賃貸面積 23,385.18㎡ 

賃料 

年間固定賃料：223,200,000円（ただし、平成27年11月２日から平成30年10月31日までは、年間

313,200,000円） 

 

変動賃料：変動賃料は、平成30年11月より以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前々年12月から前年11月ま

での12か月分の変動賃料算出GOPを変動賃料算出期間GOPとし、毎年11月から翌年４月

までは前年６月から当年５月までの12か月分の変動賃料算出GOPを変動賃料算出期間

GOPとし、以下の計算式に基づき算出した金額の合計額の12分の１に相当する額（下限

を０円とします。）とします。ただし、平成27年11月２日から平成30年10月31日まで

は、割増の年間固定賃料313,200,000円のみです。 

 

計算式 

①変動賃料算出期間GOPが256,950,000円を超える部分（ただし、370,000,000円を超える部分を除

きます。）について、その80％相当額 

②変動賃料算出期間GOPが370,000,000円を超える部分について、その50％相当額 

 

（注）「変動賃料算出期間GOP」とは、本施設の一定期間における売上金の総額から、売上原価及

び販管費並びに本社配賦費用（賃借人が本部機能として負担する費用のうち、本物件にお

ける営業に直接関連して負担したもの）を控除した額をいいます。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注） 運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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界 松本 
分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成25年７月16日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 600,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

783,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 長野県松本市浅間温泉一丁目31番１号 

交通 JR篠ノ井線、大糸線「松本駅」より約4.9km 

土地 

地番 
長野県松本市浅間温泉一丁目81番

地１他 

建物 

竣工年月 平成11年11月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 
鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛

メッキ鋼板葺５階建 

容積率 400％ 延床面積 4,056.12㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 
株式会社羽深隆雄・栴工房設計事

務所 

敷地面積 3,340.67㎡ 施工者 株式会社熊谷組名古屋支店 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 4,056.12㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 26 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現在、

当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成25年７月16日から20年間 

賃貸面積 4,056.12㎡ 

賃料 

年間固定賃料：75百万円 

変動賃料：変動賃料は以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注） 運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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界 出雲 
分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成25年７月16日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 680,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

847,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 島根県松江市玉湯町玉造1237 

交通 JR山陰本線「玉造温泉駅」より約1.9km 

土地 

地番 島根県松江市玉湯町玉造69番１ 

建物 

竣工年月 
不明（旧館）（注）／平成９年７

月（新館） 

建ぺい率 80％ 構造／階数 

鉄筋コンクリート・鉄骨・木造 

かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき ２

階建 

容積率 400％ 延床面積 3,909.02㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 

不明（旧館）（注）／株式会社交

通公社トラベランド一級建築士事

務所（新館） 

敷地面積 11,321.56㎡ 施工者 
不明（旧館）（注）／株式会社松

村組広島支店（新館） 

所有形態 所有権及び借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 3,909.02㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 24 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月10日現在、

当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

・本建物について、新築の際の建築基準法に基づく建築確認手続及び完了検査手続に関する確認済証及び検査済証が

ありませんが、直近の増改築時（平成９年）に、既存建物の適法性が認められていると判断できること、及び既存

建物について過去に建築確認申請が出されていたことを松江市に確認しています。 

・本物件は、主たる建物１棟及び付属建物２棟からなります。かかる主たる建物のうち１棟及び付属建物のうち１棟

については、その全部又は一部が木造の建築物です。 

・本土地の一部（2,966.21㎡）について、本投資法人は、賃貸人である有限会社玉静館及び個人（２名）との間で以

下の内容の土地賃貸借契約書を締結しています。 

借地権設定者：有限会社玉静館及び個人（２名） 

借地権の種類：普通借地権 

借地期間  ：平成25年７月16日から30年間 

賃料（年額）：年額4,560,000円 

賃料改定  ：原則としてできないものとされています。 

敷金・保証金：該当事項はありません。 

契約更新  ：借地権設定者及び賃借人である本投資法人は、賃貸借期間満了の１年前までに、更新について協

議します。賃貸借期間が満了する場合において、賃借人である本投資法人が更新を請求したとき

は、従前の契約と同一の条件で更に20年間更新するものとし、その後も同様です。ただし、借地

権設定者が賃借人である本投資法人の請求に対して遅滞なく異議を述べたときは、この限りでは

ありません。なお、借地権設定者は、正当の事由がある場合を除き、かかる異議を述べることが

できません。 

中途解約  ：借地権設定者は中途解約することができません。賃借人である本投資法人は、借地権設定者に対

して12か月前に書面により通知することにより、中途解約することができます。 

（注） 前所有者から資料を受領していないため、不明です。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成25年７月16日から20年間 

賃貸面積 3,909.02㎡ 

賃料 

年間固定賃料：75百万円 

変動賃料：変動賃料は以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注） 運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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界 伊東 
分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成25年７月16日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 670,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

923,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 静岡県伊東市岡広町２番21号 

交通 JR伊東線、伊豆急行伊豆急行線「伊東駅」より約0.8km 

土地 

地番 静岡県伊東市岡広町446番地１他 

建物 

竣工年月 
不明（注）／平成７年11月（増

築） 

建ぺい率 80％ 構造／階数 

木・鉄筋コンクリート造瓦葺地下

１階付２階建 

鉄骨鉄筋コンクリート造銅板葺・

陸屋根８階建 

容積率 300％ 延床面積 7,473.91㎡ 

用途地域 近隣商業地域 設計者 
不明（注）／株式会社イナバ設計

（増築） 

敷地面積 4,899.97㎡ 施工者 
不明（注）／株式会社鈴木工務店

（増築） 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 7,473.91㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 34 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現在、

当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

・本建物について、新築の際の建築基準法に基づく建築確認手続及び完了検査手続に関する確認済証及び検査済証が

ありませんが、前所有者である株式会社星野リゾート・マネジメントにおいて平成25年４月24日付で静岡県知事に

対して、既存不適格調書を提出しています。 

・本物件は、主たる建物２棟及び付属建物２棟からなります。かかる主たる建物のうち１棟及び付属建物のうち２棟

については、その全部又は一部が木造の建築物です。 

（注） 前所有者から資料を受領していないため、不明です。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成25年７月16日から20年間 

賃貸面積 7,473.91㎡ 

賃料 

年間固定賃料：80百万円 

変動賃料：変動賃料は以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注） 運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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界 箱根 
分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成25年７月16日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 950,120,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

1,240,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋230 

交通 箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より約3.5km 

土地 

地番 
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋

字葛原230番地５他 

建物 

竣工年月 昭和62年７月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 

鉄筋コンクリート・鉄骨造銅板葺

地下１階付４階建 

鉄筋コンクリート造銅板葺４階建 

容積率 200％ 延床面積 4,649.67㎡ 

用途地域 非線引き区域、第一種住居地域 設計者 株式会社坂倉建築研究所 

敷地面積 9,723.04㎡ 施工者 株式会社熊谷組 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 4,649.67㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 31 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現在、

当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

・本土地の一部は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。その

後の改正を含みます。）に基づく土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体

に危害が生ずるおそれがあると認められる区域）に位置しています。 

・本物件と隣地の建物（共同住宅）は一体的に開発された建物であったことから、本物件の隣地の所有者が本物件の

敷地の一部（車路部分）を通行することを容認するとともに、かかる所有者が本物件の浄化槽を無償で使用するこ

とを容認しています。 

・本物件には、水質汚濁防止法に規定される特定施設に該当する厨房施設及び入浴施設が設置されています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成25年７月16日から20年間 

賃貸面積 4,649.67㎡ 

賃料 

年間固定賃料：95百万円 

変動賃料：変動賃料は以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注） 運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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界 阿蘇 
分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 575,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

676,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 大分県玖珠郡九重町大字湯坪字瀬ノ本628番地６ 

交通 JR豊肥本線「宮地駅」より約25km 

土地 

地番 
大分県玖珠郡九重町大字湯坪字瀬

ノ本628番地６ 

建物 

竣工年月 平成18年４月 

建ぺい率 指定なし 構造／階数 
鉄筋コンクリート・木造合金メッ

キ鋼板ぶき/２階建 

容積率 指定なし 延床面積 1,543.53㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 株式会社橋本建設一級建築事務所 

敷地面積 26,673㎡ 施工者 株式会社橋本建設 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,543.53㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 12 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

・本物件は、主たる建物１棟及び付属建物11棟からなります。かかる主たる建物１棟の一部及び付属建物11棟の全部

が木造の建築物です。 

・本物件は自然公園法に定める国立公園内に位置しており、宿舎事業を行う場合には、環境大臣の認可が必要です。

また、建物の増改築を行う場合等、認可にあたり提出した申請書等の事項を変更する場合には、環境大臣の認可を

受ける必要があります。なお、本投資法人は本物件において宿舎事業を行うにあたって必要となる認可を取得済み

です。 

・本物件には、水質汚濁防止法に規定される特定施設に該当する厨房施設が設置されています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から20年間 

賃貸面積 1,543.53㎡ 

賃料 

年間固定賃料：42百万円 

変動賃料：変動賃料は平成27年５月より以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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界 川治 
分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 1,000,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

1,140,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 栃木県日光市川治温泉川治22番地12 

交通 野岩鉄道会津鬼怒川線「川治湯元駅」より約780m 

土地 

地番 
栃木県日光市川治温泉川治字佐越

坂22番地12他 

建物 

竣工年月 平成６年９月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 
鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メ

ッキ鋼板葺 

容積率 200％ 延床面積 8,190.38㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 株式会社交通公社トラベランド 

敷地面積 8,671.47㎡ 施工者 戸田建設株式会社 

所有形態 所有権及び借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 8,190.38㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 54 転貸テナント数 0 
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特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

・本土地の一部（696.95㎡）について、本投資法人は、賃貸人である個人（１名）との間で以下の内容の土地賃貸借

契約書を締結しています。 

借地権設定者：個人（１名） 

借地権の種類：普通借地権 

借地期間  ：平成26年２月６日から30年間 

年間賃料  ：600,000円 

賃料改定  ：５年毎に、公租公課の変動や周辺の賃料相場の変動等により賃料が不相当となった場合等について

協議し合意の上、賃料を改定することができる。 

敷金・保証金：なし 

契約更新  ：借地権設定者及び賃借人である本投資法人は、賃貸借期間満了の１年前までに、更新について協議

する。賃貸借期間が満了する場合において、賃借人である本投資法人が更新を請求したときは、従

前の契約と同一の条件で更に20年間更新するものとし、その後も同様とする。ただし、借地権設定

者が賃借人の請求に対して遅滞なく異議を述べたときは、この限りではない。なお、借地権設定者

は、正当の事由がある場合を除き、かかる異議を述べることができない。 

中途解約  ：借地権設定者は中途解約することができない。賃借人は、借地権設定者に対して12か月前に書面に

より通知することにより、中途解約することができる。 

・本物件は自然公園法に定める国立公園内に位置しており、宿舎事業を行う場合には、環境大臣の認可が必要です。

また、建物の増改築を行う場合等、認可にあたり提出した申請書等の事項を変更する場合には、環境大臣の認可を

受ける必要があります。なお、本投資法人は、本物件の取得にあたり、かかる認可を受ける必要がないことを環境

省日光自然環境事務所に確認しています。 

・本物件には、水質汚濁防止法に規定される特定施設に該当する厨房施設、入浴施設及びし尿処理施設が設置されて

います。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から20年間 

賃貸面積 8,190.38㎡ 

賃料 

年間固定賃料：99百万円 

変動賃料：変動賃料は平成27年11月より以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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界 鬼怒川 
分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年11月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 3,080,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

3,280,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 栃木県日光市鬼怒川温泉滝308 

交通 東武鉄道鬼怒川線「鬼怒川温泉」駅より約1.3㎞ 

土地 

地番 
栃木県日光市鬼怒川温泉滝字前原 

300番１他 

建物 

竣工年月 平成27年８月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 
鉄筋コンクリート造合金メッキ 

鋼板ぶき３階建 

容積率 400％ 延床面積 4,066.60㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 今村幹建築設計事務所 

敷地面積 35,187.55㎡ 施工者 東武建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 4,066.60㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社星野リゾート テナント数 1 

客室数 48 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の一部（1,879.32㎡）に、送電線路の設置及びその保全のための地役権が設定されています。 

・本土地の一部（983.99㎡）に、鉄塔の点検及び保守等のための地役権が設定されています。 

・本土地の一部（621.33㎡）に、排水路の設置のための地役権が設定されています。 

・本物件は自然公園法に定める国立公園内に位置しており、宿舎事業を行う場合には、環境大臣の認可が必要です。 

また、建物の増改築を行う場合等、認可にあたり提出した申請書等の事項を変更する場合には、環境大臣の認可を

受ける必要があります。なお、本投資法人は、本物件の取得にあたり、かかる認可を受ける必要がないことを環境

省日光自然環境事務所に確認しています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年11月２日から20年間 

賃貸面積 4,066.60㎡ 

賃料 

年間固定賃料：129,600,000円（ただし、平成27年11月２日から平成30年10月31日までは、年間

204,000,000円） 

 

変動賃料：変動賃料は平成30年11月より以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前々年12月から前年11月ま

での12か月分の変動賃料算出GOPを変動賃料算出期間GOPとし、毎年11月から翌年４月

までは前年６月から当年５月までの12か月分の変動賃料算出GOPを変動賃料算出期間

GOPとし、以下の計算式に基づき算出した金額の合計額の12分の１に相当する額（下限

を０円とします。）とします。ただし、平成27年11月２日から平成30年10月31日まで

は、割増の年間固定賃料204,000,000円のみです。 

 

計算式 

①変動賃料算出期間GOPが157,350,000円を超える部分（ただし、250,000,000円を超える部分を除

きます。）について、その80％相当額 

②変動賃料算出期間GOPが250,000,000円を超える部分について、その50％相当額 

 

（注）「変動賃料算出期間GOP」とは、本施設の一定期間における売上金の総額から、売上原価及

び販管費並びに本社配賦費用（賃借人が本部機能として負担する費用のうち、本物件にお

ける営業に直接関連して負担したもの）を控除した額をいいます。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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界 加賀 
分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成28年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 3,160,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

3,330,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 石川県加賀市山代温泉18‐47 

交通 ＪＲ北陸本線「加賀温泉」駅より約4.2㎞ 

土地 

地番 
石川県加賀市山代温泉万松園通7

番 

建物 

竣工年月 
①平成27年９月 

②昭和42年３月/一部不明 

建ぺい率 80％ 構造／階数 

①鉄筋コンクリート造陸屋根地下

１階付８階建 

②木造瓦葺２階建 

容積率 400％ 延床面積 5,159.46㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 今村幹建築設計事務所 

敷地面積 1,796.81㎡ 施工者 清水建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 5,159.46㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社嵐山温泉嵐峡舘 テナント数 1 

客室数 48 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本建物の一部は、建築基準法が制定された昭和25年以前に建築された歴史的建造物です。本物件は、建築基準法等

の法令に基づく制限を受けますが、これらの法令による制限が設けられる以前から本物件が存在することから、当

該制限に関する法令の規定が適用されない扱いとされています（いわゆる既存不適格）。そのため、将来本物件の

建替えや増改築等を行う場合には、現況の建物と同条件の建物を建築できない可能性があります。 

・本物件は、主たる建物2棟及び付属建物1棟からなります。かかる主たる建物のうち1棟及び付属建物1棟について

は、その全部が木造の建築物です。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社嵐山温泉嵐峡舘 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成28年５月２日から20年間 

賃貸面積 5,159.46㎡ 

賃料 

年間固定賃料：130,530,000円（ただし、平成28年５月２日から平成31年４月30日までは、年間

206,370,000円） 

 

変動賃料：変動賃料は平成31年５月１日より以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前々年12月から前年11月ま

での12か月分の変動賃料算出GOPを変動賃料算出期間GOPとし、毎年11月から翌年４月

までは前年６月から当年５月までの12か月分の変動賃料算出GOPを変動賃料算出期間

GOPとし、以下の計算式に基づき算出した金額の合計額の12分の１に相当する額（下限

を０円とします。）とします。ただし、平成28年５月２日から平成31年４月31日まで

は、割増の年間固定賃料206,370,000円のみです。 

 

計算式 

①変動賃料算出期間GOPが158,970,000円を超える部分（ただし、253,770,000円を超える部分を除

きます。）について、その80％相当額 

②変動賃料算出期間GOPが253,770,000円を超える部分について、その50％相当額 

 

（注）「変動賃料算出期間GOP」とは、本施設の一定期間における売上金の総額から、売上原価及

び販管費並びに本社配賦費用（賃借人が本部機能として負担する費用のうち、本物件にお

ける営業に直接関連して負担したもの）を控除した額をいいます。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 塩尻北インター 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 672,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

809,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 長野県塩尻市大字広丘吉田字道西642番地３ 

交通 JR篠ノ井線「村井駅」より約1.5km 

土地 

地番 
長野県塩尻市大字広丘吉田字道西

642番地３他 

建物 

竣工年月 

平成19年３月（チサンイン 塩尻

北インター）／平成20年１月（飲

食店舗） 

建ぺい率 60％ 構造／階数 

（チサンイン 塩尻北インター） 

鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

（飲食店舗） 

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 

容積率 200％ 延床面積 

（チサンイン 塩尻北インター） 

1,944.95㎡ 

（飲食店舗） 

155.52㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 

株式会社ディアンドエー（チサン

イン 塩尻北インター）／有限会

社ヒロ設計室一級建築士事務所

（飲食店舗） 

敷地面積 4,292.64㎡ 施工者 

大成建設株式会社（チサンイン 

塩尻北インター）／渋崎建設株式

会社（飲食店舗） 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,100.47㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 1 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,100.47㎡ 

賃料 

年間固定賃料：48百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：24百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 

 

- 147 -



 

チサンイン 佐野藤岡インター 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 742,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

895,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 栃木県佐野市高萩町1344番地１ 

交通 JR両毛線「佐野駅」より約3.5km 

土地 

地番 栃木県佐野市高萩町1344番地１他 

建物 

竣工年月 平成18年10月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

容積率 200％ 延床面積 1,968.91㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,894.40㎡ 施工者 斎藤工業株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.91㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 1,968.91㎡ 

賃料 

年間固定賃料：52百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：26百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 諏訪インター
分類 その他

用途 ホテル

特定資産の概要

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 658,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

802,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 長野県諏訪市大字中洲字境通2935番地２ 

交通 JR中央本線「茅野駅」より約3.5km 

土地 

地番 
長野県諏訪市大字中洲字境通2935

番地２ 

建物 

竣工年月 平成18年10月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

容積率 200％ 延床面積 1,944.94㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,858.11㎡ 施工者 清水建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,944.94㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 

 

- 150 -



 
賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 1,944.94㎡ 

賃料 

年間固定賃料：46百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分の

売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売上を

基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分

の１とします。 

敷金、保証金 敷金：23百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契約を一括

して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人に書面によ

り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る

賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限ります。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 豊川インター 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 602,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

726,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 愛知県豊川市上野二丁目21番地 

交通 JR飯田線、名鉄豊川線「豊川駅」より約3.0km 

土地 

地番 愛知県豊川市上野二丁目21番地他 

建物 

竣工年月 平成19年７月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,040.09㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,607.19㎡ 施工者 清水建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,040.09㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 94 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,040.09㎡ 

賃料 

年間固定賃料：42百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：21百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 

 

- 153 -



 

チサンイン 鳥栖 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 504,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

630,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 佐賀県鳥栖市弥生が丘六丁目84番 

交通 JR鹿児島本線「弥生が丘駅」より約1.1km 

土地 

地番 
佐賀県鳥栖市弥生が丘六丁目91番

地他 

建物 

竣工年月 平成19年７月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

容積率 200％ 延床面積 1,968.02㎡ 

用途地域 第一種住居地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,374.09㎡ 施工者 株式会社イチケン 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.02㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 1,968.02㎡ 

賃料 

年間固定賃料：36百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：18百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに固

定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等を

いいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 千葉浜野Ｒ16 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 798,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

1,020,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 千葉県千葉市中央区村田町1133番地２ 

交通 JR内房線「浜野駅」より約0.4km 

土地 

地番 
千葉県千葉市中央区村田町1133番

地２他 

建物 

竣工年月 平成19年７月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,023.29㎡ 

用途地域 第二種住居地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,470.00㎡ 施工者 株式会社長谷工コーポレーション 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,023.29㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 94 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の一部（45.27㎡）に、送電線路の設置及びその保全のための地役権が設定されています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,023.29㎡ 

賃料 

年間固定賃料：57百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：28百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに固

定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等を

いいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 熊本御幸笛田 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 616,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

736,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 熊本県熊本市南区御幸笛田二丁目16番１号 

交通 JR豊肥本線「平成駅」約2.4km 

土地 

地番 
熊本県熊本市南区御幸笛田二丁目

806番地 

建物 

竣工年月 平成19年10月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,094.77㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,877.99㎡ 施工者 株式会社フジタ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.77㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地（805番及び806番）は道路に接道していませんが、接道要件を満たしている本土地（728番１）との間にある

水路の法定外公共物使用許可を取得することで接道要件を満たしています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,094.77㎡ 

賃料 

年間固定賃料：43百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：21百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 宇都宮鹿沼 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 714,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

833,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 栃木県宇都宮市鶴田町字油田3023番地 

交通 東武鉄道「南宇都宮駅」より約1.4km 

土地 

地番 
栃木県宇都宮市鶴田町字油田3023

番地他 

建物 

竣工年月 平成19年12月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 
第一種低層住居専用地域・第二種

住居地域 
設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,658.08㎡ 施工者 大成建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 

年間固定賃料：51百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：25百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 福井 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 644,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

767,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 福井県福井市大和田一丁目1504番地 

交通 JR北陸本線「福井駅」より約4.5km 

土地 

地番 
福井県福井市大和田一丁目1504番

地他 

建物 

竣工年月 平成19年12月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,094.01㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,680.57㎡ 施工者 木原建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.01㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,094.01㎡ 

賃料 

年間固定賃料：45百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：22百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 福島西インター 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 672,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

773,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 福島県福島市成川字杵清水20番地１ 

交通 JR東北新幹線、東北本線「福島駅」より約4.8km 

土地 

地番 
福島県福島市成川字杵清水20番地

１ 

建物 

竣工年月 平成20年２月 

建ぺい率 60％・70％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,094.01㎡ 

用途地域 準工業地域・指定なし 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 4,728.00㎡ 施工者 斎藤工業株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.01㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現在、

当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,094.01㎡ 

賃料 

年間固定賃料：48百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：24百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 新潟中央インター 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 630,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

747,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 新潟県新潟市中央区湖南14番５ 

交通 JR上越新幹線、信越本線「新潟駅」より約６km 

土地 

地番 新潟県新潟市中央区湖南14番地５ 

建物 

竣工年月 平成20年４月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 3,177.86㎡ 施工者 株式会社加賀田組 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の一部（254㎡）については、本投資法人とその前所有者である土地区画整理組合との間の合意に基づき、公

衆用道路として一般の通行の用に供されています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 

年間固定賃料：45百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：22百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 大村長崎空港 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 630,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

752,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 長崎県大村市杭出津一丁目825番地３ 

交通 JR大村線「大村駅」約1.5km 

土地 

地番 
長崎県大村市杭出津一丁目825番

地３他 

建物 

竣工年月 平成20年５月 

建ぺい率 60％・80％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

容積率 200％ 延床面積 1,968.02㎡ 

用途地域 準工業地域・近隣商業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,781.68㎡ 施工者 株式会社イチケン 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.02㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地と本土地から分筆した隣地との間の境界上に、分筆前から存在する構築物が跨って存在していますが、平成

28年10月31日現在、当該構築物に関して紛争等は発生していません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 1,968.02㎡ 

賃料 

年間固定賃料：45百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：22百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン ひたちなか 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 742,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

903,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 茨城県ひたちなか市大字田彦字後原950番地11 

交通 JR常磐線「勝田駅」より約3.6km 

土地 

地番 
茨城県ひたちなか市大字田彦字後

原950番地11 

建物 

竣工年月 平成20年12月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

容積率 200％ 延床面積 1,968.30㎡ 

用途地域 準住居地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,284.84㎡ 施工者 日本国土開発株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.30㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 1,968.30㎡ 

賃料 

年間固定賃料：52百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：26百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 土浦阿見 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 770,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

921,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 茨城県稲敷郡阿見町西郷三丁目１番１号 

交通 JR常磐線「土浦駅」より約4.2km 

土地 

地番 
茨城県稲敷郡阿見町西郷三丁目１

番地３他 

建物 

竣工年月 平成20年９月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

容積率 200％ 延床面積 1,968.03㎡ 

用途地域 準住居地域・指定なし 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,963.49㎡ 施工者 株式会社イチケン 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.03㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 1,968.03㎡ 

賃料 

年間固定賃料：54百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：27百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 甲府石和 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 658,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

786,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 山梨県笛吹市石和町広瀬字小物成場1195番地54 

交通 JR中央本線「石和温泉駅」より約2.1km 

土地 

地番 
山梨県笛吹市石和町広瀬字小物成

場1195番地54他 

建物 

竣工年月 平成21年10月 

建ぺい率 70％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

容積率 200％ 延床面積 1,968.47㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 3,357.07㎡ 施工者 株式会社早野組 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.47㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 1,968.47㎡ 

賃料 

年間固定賃料：46百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：23百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 丸亀善通寺 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 588,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

692,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 香川県丸亀市原田町字西三分一1588番地 

交通 JR土讃線「金蔵寺駅」より約1.5km 

土地 

地番 
香川県丸亀市原田町字西三分一

1588番地他 

建物 

竣工年月 平成21年10月 

建ぺい率 70％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,447.29㎡ 施工者 株式会社合田工務店 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本投資法人は、本土地の隣地の所有者との合意により、本土地及び擁壁の一部について、当該隣地所有者が無償で

農作業のための通行や排水の用に供することを容認しています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 

年間固定賃料：42百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：21百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 宗像 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 504,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

618,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 福岡県宗像市光岡992番地１ 

交通 JR鹿児島本線「東郷駅」より約2.9km 

土地 

地番 
福岡県宗像市光岡字大畑992番地

１他 

建物 

竣工年月 平成20年12月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 3,015.37㎡ 施工者 株式会社フジタ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 

年間固定賃料：36百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：18百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 岩手一関インター 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 700,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

773,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 岩手県一関市赤荻字月町186番地 

交通 JR東北新幹線、東北本線「一ノ関駅」より約3.3km 

土地 

地番 岩手県一関市赤荻字月町186番地 

建物 

竣工年月 平成21年１月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

容積率 200％ 延床面積 1,968.02㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 3,633.00㎡ 施工者 東海興業株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.02㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数(注) 1 

客室数 92 転貸テナント数 1 

特記事項： 

・該当事項はありません。 

(注) 平成28年10月31日現在で有効な賃貸借契約は、本建物に関するものと本土地の一部に関するものの合計２件ですが、両賃貸借契約

において賃借する者は同一であるため、テナント数は１と記載しています。 

 

- 180 -



 
賃貸借の概要（建物） 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 1,968.02㎡ 

賃料 

年間固定賃料：49百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

ただし、後記「賃貸借の概要（土地）」に記載の事業用定期借地権設定契約に基づき賃借人が賃

料（以下、本賃貸借の概要において「本借地料」といいます。）を支払った場合には、本借地料

が支払われた月分の本賃貸借契約に基づく賃料の額は、上記に基づいて算出された額から本借地

料相当額を控除した金額とします。 

敷金、保証金 敷金：24百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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賃貸借の概要（土地） 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 事業用定期借地権設定契約 

契約期間 

平成26年５月２日から平成37年６月30日まで。ただし、前記「賃貸借の概要（建物）」に記載の

定期建物賃貸借契約が理由の如何を問わず終了する場合、当該契約の終了と同時に本契約も終了

するものとします。 

賃貸面積 814㎡ 

賃料 月間賃料：200,000円 

敷金、保証金 なし 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 
本投資法人は、物価、地価の変動、公租公課の増額、その他の経済事情の変動により、本土地の

賃料が不相応と認められるに至ったときは、賃料の増額を請求することができます。 

中途解約について 

中途解約の定めはありません。ただし、前記「賃貸借の概要（建物）」に記載の定期建物賃貸借

契約が理由の如何を問わず終了する場合、当該契約の終了と同時に本契約も終了するものとしま

す。 

違約金 
賃借人が負担する違約金の定めはありませんが、賃借人が転貸テナントから違約金を受領した場

合には、当該違約金相当額を、本投資法人に支払うものとされています。 

契約更改の方法 ― 
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チサンイン 軽井沢 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 812,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

1,050,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字子丸浦６番地47 

交通 JR北陸新幹線、しなの鉄道線「軽井沢駅」より約3.0km 

土地 

地番 
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉

字小丸浦６番地47 

建物 

竣工年月 平成21年７月 

建ぺい率 60％・30％ 構造／階数 
鉄筋コンクリート造ルーフィング

ぶき・陸屋根２階建 

容積率 200％・50％ 延床面積 1,917.10㎡ 

用途地域 
第一種住居地域・第一種低層住居

専用地域 
設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 4,226.44㎡ 施工者 大成建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,917.10㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 90 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 1,917.10㎡ 

賃料 

年間固定賃料：57百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：28百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 姫路夢前橋 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 616,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

731,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 兵庫県姫路市西夢前台三丁目５番地 

交通 JR山陽新幹線、山陽本線「姫路駅」より約5.8km 

土地 

地番 
兵庫県姫路市西夢前台三丁目５番

地 

建物 

竣工年月 平成21年２月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根６階建 

容積率 200％ 延床面積 2,406.95㎡ 

用途地域 第二種住居地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,413.68㎡ 施工者 株式会社イチケン 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,406.95㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,406.95㎡ 

賃料 

年間固定賃料：43百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：21百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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チサンイン 倉敷水島 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成26年５月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 728,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

857,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 岡山県倉敷市東塚一丁目９番１号 

交通 水島臨界本線「水島駅」より約2.1km 

土地 

地番 
岡山県倉敷市東塚一丁目286番地

３ 

建物 

竣工年月 平成21年10月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

容積率 200％ 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,876.06㎡ 施工者 東洋建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 

 

- 187 -



 
賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年５月２日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 

年間固定賃料：51百万円 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額

の12分の１とします。 

敷金、保証金 敷金：25百万円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地

若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した

場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後２年間をいいます。以下、本賃貸借

の概要において同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約

の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ22物件に係る賃貸借契

約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、解約日の６か月前までに、賃借人

に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます（ただし、ソラーレ

22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はソラーレ21物件のうち２物件までに限りま

す。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。 

賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か月分

の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する修正

GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間のそ

れぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の

平均月額とします。 

(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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カンデオホテルズ 半田 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年６月１日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 620,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

693,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 愛知県半田市天王町一丁目50番８号 

交通 名古屋鉄道河和線「知多半田」駅より約250m 

土地 

地番 
愛知県半田市天王町一丁目 

50番地８ 

建物 

竣工年月 平成20年２月 

建ぺい率 80％/60％ 構造／階数 鉄骨造陸屋根11階建 

容積率 500％/200％ 延床面積 2,814.05㎡ 

用途地域 商業地域/第一種住居地域 設計者 株式会社志賀建築研究所 

敷地面積 1,592.72㎡ 施工者 五洋建設株式会社 

所有形態 所有権及び借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,814.05㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社カンデオ・ホスピタリ 

ティ・マネジメント 
テナント数 1 

客室数 126 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・本土地の一部（991.72㎡）について、本投資法人は、賃貸人である法人（１社）との間で以下の内容の土地賃貸借

契約書を締結しています。 

借地権設定者：法人（１社） 

借地権の種類：普通借地権 

借地期間  ：平成18年９月１日から平成38年８月31日まで 

年間賃料  ：5,760,000円 

賃料改定  ：公租公課の増減、土地の価格の高低、その他の経済事情の変動によって、又は近隣の土地の賃料と

の比較等により不相当となったときは、賃料の改定について協議できるものとします。 

敷金・保証金：3,000,000円 

契約更新  ：賃貸人又は賃借人は、賃貸借期間満了の１年前までに、相手方から書面により本契約を更新しない

旨の申し出がないときは、更に10年間、本契約と同一の条件をもって本契約は更新されるものと

し、その後の更新についても同様とします。 

中途解約  ：該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年６月１日から20年間 

賃貸面積 2,814.05㎡ 

賃料 年間固定賃料：52,920,000円 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

改定できないものとします。ただし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは

公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したとき

は、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面により解約日付で解約する旨の意思

表示を行い、かつ賃貸人の承諾を得た上で所定の違約金を支払うことにより解約することができ

ますが、この場合には、原則としてカンデオ５物件に係る賃貸借契約を一括して解約しなければ

ならないものとします。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、本賃貸借契約が終了した日から本賃貸借契約の効力発生日から

20年を経過した日までの期間分の賃料相当額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の

終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただ

し、賃貸借期間が12か月に満たない場合にはその賃貸借期間の平均月額とします。）を、違約金

として賃貸人に支払います。 

ただし、賃借人が、建物を賃借し建物の運営が継続可能な、賃貸人の満足する新たな賃借人を紹

介し、賃貸人が当該新たな賃借人との間で新たな賃貸借契約を締結し、当該契約に基づく賃貸借

が開始した場合には、この限りではありません。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 
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カンデオホテルズ 茅野 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年６月１日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 793,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

914,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 長野県茅野市中沖２番７号 

交通 JR中央本線「茅野」駅より約2.4km 

土地 

地番 長野県茅野市中沖２番地７ 

建物 

竣工年月 平成20年１月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 

容積率 200％ 延床面積 2,868.18㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社久米設計 

敷地面積 2,399.15㎡ 施工者 北野建設株式会社 

所有形態 借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,868.18㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社カンデオ・ホスピタリ 

ティ・マネジメント 
テナント数 1 

客室数 119 転貸テナント数 0 
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特記事項：

・本土地の一部（1,702㎡）について、本投資法人は、賃貸人である個人（１名）との間で以下の内容の土地賃貸借契

約書を締結しています。

借地権設定者：個人（１名）

借地権の種類：普通借地権

借地期間  ：平成18年８月１日から平成48年７月31日まで

年間賃料  ：4,140,000円

賃料改定  ：公租公課の増減若しくは土地の価格の高低によって、又は近隣の土地の賃料と比較して相当でなく

なったときは、賃料の改定について協議できるものとします。

敷金・保証金：1,035,000円

契約更新  ：賃貸人又は賃借人は、賃貸借期間満了１年前までに、それぞれ相手方に対して書面により通知する

ものとし、従前の契約と同一の条件で更に20年間更新するものとし、その後の更新の場合も同様と

します。ただし、賃貸人又は賃借人が、更新後の条件変更を希望する場合は、協議するものとしま

す。

中途解約  ：該当事項はありません。

・本土地の一部（413㎡）について、本投資法人は、賃貸人である個人（１名）との間で以下の内容の土地賃貸借契約

書を締結しています。

借地権設定者：個人（１名）

借地権の種類：普通借地権

借地期間  ：平成18年11月１日から平成38年10月31日まで

年間賃料  ：870,000円

賃料改定  ：公租公課の増減若しくは土地の価格の高低によって、又は近隣の土地の賃料と比較して相当でなく

なったときは、賃料の改定について協議できるものとします。

敷金・保証金：218,000円

契約更新  ：賃貸人又は賃借人は、賃貸借期間満了の１年前までに、それぞれ相手方に対して書面により通知す

るものとし、従前の契約と同一の条件で更に20年間更新するものとし、その後の更新の場合も同様

とします。ただし、賃貸人又は賃借人が、更新後の条件変更を希望する場合は、協議するものとし

ます。

中途解約  ：該当事項はありません。

・本土地の一部（284.15㎡）について、本投資法人は、賃貸人である個人（２名）との間で以下の内容の土地賃貸借

契約書を締結しています。

借地権設定者：個人（２名）

借地権の種類：普通借地権

借地期間  ：平成18年11月１日から平成38年10月31日まで

年間賃料  ：598,800円

賃料改定  ：公租公課の増減若しくは土地の価格の高低によって、又は近隣の土地の賃料と比較して相当でなく

なったときは、賃料の改定について協議できるものとします。

敷金・保証金：150,000円

契約更新  ：賃貸人又は賃借人は、賃貸借期間満了の１年前までに、それぞれ相手方に対して書面により通知す

るものとし、従前の契約と同一の条件で更に20年間更新するものとし、その後の更新の場合も同様

とします。ただし、賃貸人又は賃借人が、更新後の条件変更を希望する場合は、協議するものとし

ます。

中途解約  ：該当事項はありません。
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年６月１日から20年間 

賃貸面積 2,868.18㎡ 

賃料 年間固定賃料：65,688,000円 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

改定できないものとします。ただし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは

公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したとき

は、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面により解約日付で解約する旨の意思

表示を行い、かつ賃貸人の承諾を得た上で所定の違約金を支払うことにより解約することができ

ますが、この場合には、原則としてカンデオ５物件に係る賃貸借契約を一括して解約しなければ

ならないものとします。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、本賃貸借契約が終了した日から本賃貸借契約の効力発生日から

20年を経過した日までの期間分の賃料相当額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の

終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただ

し、賃貸借期間が12か月に満たない場合にはその賃貸借期間の平均月額とします。）を、違約金

として賃貸人に支払います。 

ただし、賃借人が、建物を賃借し建物の運営が継続可能な、賃貸人の満足する新たな賃借人を紹

介し、賃貸人が当該新たな賃借人との間で新たな賃貸借契約を締結し、当該契約に基づく賃貸借

が開始した場合には、この限りではありません。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 
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カンデオホテルズ 福山 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年６月１日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 1,075,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

1,240,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 広島県福山市御船町二丁目８番20号 

交通 JR山陽本線「福山」駅より約1.1km 

土地 

地番 
広島県福山市御船町 

二丁目97番地１他 

建物 

竣工年月 平成20年３月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 鉄骨造陸屋根14階建 

容積率 400％ 延床面積 3,985.73㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 株式会社九建設計 

敷地面積 1,079.92㎡ 施工者 五洋建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 3,985.73㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社カンデオ・ホスピタリ 

ティ・マネジメント 
テナント数 1 

客室数 164 転貸テナント数 0 

特記事項：

・該当事項はありません。
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年６月１日から20年間 

賃貸面積 3,985.73㎡ 

賃料 年間固定賃料：78,740,268円 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

改定できないものとします。ただし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは

公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したとき

は、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面により解約日付で解約する旨の意思

表示を行い、かつ賃貸人の承諾を得た上で所定の違約金を支払うことにより解約することができ

ますが、この場合には、原則としてカンデオ５物件に係る賃貸借契約を一括して解約しなければ

ならないものとします。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、本賃貸借契約が終了した日から本賃貸借契約の効力発生日から

20年を経過した日までの期間分の賃料相当額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の

終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただ

し、賃貸借期間が12か月に満たない場合にはその賃貸借期間の平均月額とします。）を、違約金

として賃貸人に支払います。 

ただし、賃借人が、建物を賃借し建物の運営が継続可能な、賃貸人の満足する新たな賃借人を紹

介し、賃貸人が当該新たな賃借人との間で新たな賃貸借契約を締結し、当該契約に基づく賃貸借

が開始した場合には、この限りではありません。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

 

 

- 195 -



 

カンデオホテルズ 佐野 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年６月１日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 1,260,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

1,460,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 栃木県佐野市越名町2038番１号 

交通 東武佐野線「佐野市」駅より約3.3km 

土地 

地番 栃木県佐野市越名町2038番地１他 

建物 

竣工年月 平成20年３月 

建ぺい率 60％/50％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 

容積率 200％/80％ 延床面積 2,828.71㎡ 

用途地域 
準工業地域/第一種低層住居専用

地域 
設計者 株式会社志賀建築研究所 

敷地面積 3,222.09㎡ 施工者 西松建設株式会社 

所有形態 所有権/借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,828.71㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社カンデオ・ホスピタリ 

ティ・マネジメント 
テナント数 1 

客室数 124 転貸テナント数 0 

特記事項：

・本土地の一部（230.62㎡）について、本投資法人は、賃貸人である個人（１名）との間で以下の内容の土地賃貸借

契約書を締結しています。

借地権設定者：個人（１名）

借地権の種類：普通借地権

借地期間  ：平成28年10月１日から平成33年９月30日まで

年間賃料  ：837,600円

賃料改定  ：該当事項はありません。

敷金・保証金：209,400円

契約更新  ：賃貸人又は賃借人より賃貸借期間満了の１年前までに、それぞれ相手方に対して書面により本契約

を更新しない旨の申し出がない場合は、更に５年、本契約と同一の条件にて契約が更新されるもの

とし、その後の更新の場合も同様とします。

中途解約  ：該当事項はありません。

・本土地の一部（510㎡）について、本投資法人は、賃貸人である個人（１名）との間で以下の内容の土地賃貸借契約

書を締結しています。

借地権設定者：個人（１名）

借地権の種類：普通借地権

借地期間  ：平成19年４月１日から平成39年３月31日まで

年間賃料  ：1,666,440円

賃料改定  ：該当事項はありません。

敷金・保証金：277,740円

契約更新  ：賃貸人又は賃借人より賃貸借期間満了の１年前までに、それぞれ相手方に対して書面により本契約

を更新しない旨の申し出がない場合は、更に５年、本契約と同一の条件にて契約が更新されるもの

とし、その後の更新の場合も同様とします。

中途解約  ：該当事項はありません。
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年６月１日から20年間 

賃貸面積 2,828.71㎡ 

賃料 年間固定賃料：91,512,000円 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

改定できないものとします。ただし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは

公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したとき

は、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面により解約日付で解約する旨の意思

表示を行い、かつ賃貸人の承諾を得た上で所定の違約金を支払うことにより解約することができ

ますが、この場合には、原則としてカンデオ５物件に係る賃貸借契約を一括して解約しなければ

ならないものとします。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、本賃貸借契約が終了した日から本賃貸借契約の効力発生日から

20年を経過した日までの期間分の賃料相当額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の

終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただ

し、賃貸借期間が12か月に満たない場合にはその賃貸借期間の平均月額とします。）を、違約金

として賃貸人に支払います。 

ただし、賃借人が、建物を賃借し建物の運営が継続可能な、賃貸人の満足する新たな賃借人を紹

介し、賃貸人が当該新たな賃借人との間で新たな賃貸借契約を締結し、当該契約に基づく賃貸借

が開始した場合には、この限りではありません。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 
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カンデオホテルズ 亀山 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年６月１日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 470,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

532,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 三重県亀山市小野町北割532番２号 

交通 JR関西本線「関」駅より約1.9㎞ 

土地 

地番 
三重県亀山市小野町字北割532番

地２ 

建物 

竣工年月 平成20年４月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 

容積率 200％ 延床面積 3,912.03㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 株式会社九建設計 

敷地面積 6,599.00㎡ 施工者 日本国土開発株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 3,912.03㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社カンデオ・ホスピタリ 

ティ・マネジメント 
テナント数 1 

客室数 170 転貸テナント数 0 

特記事項：

・本土地の一部（146㎡）に、送電線路の設置及び保全のための地役権が設定されています。

・本投資法人は、本土地の隣地の所有者との間で、本土地について、引込給水路の埋設利用のために、当該隣地所有

者が本土地を無償使用することを合意しています。

・本投資法人は、鈴鹿川浄化対策促進協議会との間で、本物件から河川への排出水について、水質汚濁の防止や公害

発生時の責任等について合意しています。
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年６月１日から20年間 

賃貸面積 3,912.03㎡ 

賃料 年間固定賃料：41,820,000円 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

改定できないものとします。ただし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは

公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したとき

は、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面により解約日付で解約する旨の意思

表示を行い、かつ賃貸人の承諾を得た上で所定の違約金を支払うことにより解約することができ

ますが、この場合には、原則としてカンデオ５物件に係る賃貸借契約を一括して解約しなければ

ならないものとします。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、本賃貸借契約が終了した日から本賃貸借契約の効力発生日から

20年を経過した日までの期間分の賃料相当額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の

終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただ

し、賃貸借期間が12か月に満たない場合にはその賃貸借期間の平均月額とします。）を、違約金

として賃貸人に支払います。 

ただし、賃借人が、建物を賃借し建物の運営が継続可能な、賃貸人の満足する新たな賃借人を紹

介し、賃貸人が当該新たな賃借人との間で新たな賃貸借契約を締結し、当該契約に基づく賃貸借

が開始した場合には、この限りではありません。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 
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コンフォートホテル 函館 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年５月１日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 937,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

1,040,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 北海道函館市若松町16番３号 

交通 JR函館本線「函館」駅より約220m 

土地 

地番 北海道函館市若松町16番地３他 

建物 

竣工年月 平成19年８月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 

容積率 600％ 延床面積 2,927.44㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 株式会社フジタ 

敷地面積 491.80㎡ 施工者 株式会社フジタ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,927.44㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社グリーンズ テナント数 1 

客室数 139 転貸テナント数 0 

特記事項：

・該当事項はありません。
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社グリーンズ 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成19年９月27日から20年間 

賃貸面積 2,927.44㎡ 

賃料 年間固定賃料：65,845,200円 

敷金、保証金 敷金：32,922,600円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 
著しい経済情勢の変化が生じた場合を除き、賃貸借期間中においていかなる理由によっても賃料

を変更することはできず、借地借家法第32条及び民法第611条第１項の適用はありません。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、やむを得ない事由により、解約日の１年前までに賃貸人に書面により中途解

約の意思表示を行い、賃貸人と協議の上解約することができます。 

違約金 
賃借人は、本賃貸借契約が賃貸人により解除された場合又は賃借人の意向を受け本賃貸借契約が

解約された場合、本賃貸借期間の残存期間の賃料総額の３分の１を違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 
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コンフォートホテル 苫小牧 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年５月１日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 963,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

1,070,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 北海道苫小牧市旭町三丁目７番18号 

交通 JR室蘭本線「苫小牧」駅より約850m 

土地 

地番 
北海道苫小牧市旭町 

三丁目１番地23他 

建物 

竣工年月 平成19年９月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根６階建 

容積率 600％ 延床面積 2,721.08㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 株式会社フジタ 

敷地面積 1,344.24㎡ 施工者 株式会社フジタ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,721.08㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社グリーンズ テナント数 1 

客室数 123 転貸テナント数 0 

特記事項：

・該当事項はありません。
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社グリーンズ 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成19年９月27日から20年間 

賃貸面積 2,721.08㎡ 

賃料 年間固定賃料：66,462,000円 

敷金、保証金 敷金：33,231,000円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 
著しい経済情勢の変化が生じた場合を除き、賃貸借期間中においていかなる理由によっても賃料

を変更することはできず、借地借家法第32条及び民法第611条第１項の適用はありません。 

中途解約について 

賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。

ただし、賃借人は、やむを得ない事由により、解約日の１年前までに賃貸人に書面により中途解

約の意思表示を行い、賃貸人と協議の上解約することができます。 

違約金 
賃借人は、本賃貸借契約が賃貸人により解除された場合又は賃借人の意向を受け本賃貸借契約が

解約された場合、本賃貸借期間の残存期間の賃料総額の３分の１を違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 
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コンフォートホテル 呉 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年５月１日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 1,100,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

1,230,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 広島県呉市宝町２番38号 

交通 JR呉線「呉」駅より約180m 

土地 

地番 広島県呉市宝町26番地６ 

建物 

竣工年月 平成21年３月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 

容積率 400％ 延床面積 3,121.02㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 大成建設株式会社 

敷地面積 793.11㎡ 施工者 大成建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 3,121.02㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社グリーンズ テナント数 1 

客室数 149 転貸テナント数 0 

特記事項：

・該当事項はありません。
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社グリーンズ 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成21年４月21日（以下、本賃貸借の概要において「賃貸借開始日」といいます。）から20年間 

賃貸面積 3,121.02㎡ 

賃料 年間固定賃料：75,048,000円 

敷金、保証金 敷金：35,687,358円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 
諸般の経済情勢の変化及び公租公課を考慮して、本賃貸借開始日から３年ごとに協議の上賃料を

改定することができます。 

中途解約について 

賃借人は、賃貸借開始日から10年間（以下、本賃貸借の概要において「解約禁止期間」といいま

す。）は原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借人は、解約禁止期

間経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思表示を行い、所定の

違約金を支払うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が賃借人の意向により解約された場合、以下の違約金を支払います。 

①貸借開始日から起算して満10年を経過する日の翌日から満13年を経過する日までの解約：賃料

及び駐車場使用料（以下、本賃貸借の概要において「賃料等」といいます。）の36か月分相当

額 

②賃貸借開始日から起算して満13年を経過する日の翌日から満16年を経過する日までの解約：賃

料等の24か月分相当額 

③賃貸借開始日から起算して満16年を経過する日の翌日から満19年を経過する日までの解約：賃

料等の12か月分相当額 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 
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チサンイン 鹿児島谷山 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年８月３日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 1,995,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

2,230,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 鹿児島県鹿児島市南栄五丁目10番１号 

交通 JR指宿枕崎線「谷山」駅より約2.3㎞ 

土地 

地番 
鹿児島県鹿児島市南栄五丁目 

10番地１ 

建物 

竣工年月 平成21年５月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 鉄骨造陸屋根10階建 

容積率 300％ 延床面積 8,066.36㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社東条設計 

敷地面積 3,521.52㎡ 施工者 株式会社鴻池組南九州支店 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 8,066.36㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 217 転貸テナント数 1 

特記事項：

・本土地の隣地との境界について、有効な境界立会い及び書面での境界確認が確認されていませんが、平成28年10月

31日現在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年８月３日から平成36年５月２日まで 

賃貸面積 8,066.36㎡ 

賃料 

年間固定賃料：96,000,000円 

（ただし、平成27年11月１日から平成28年10月31日までは年間117,600,000円） 

 

変動賃料：変動賃料は平成28年11月より以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前年４月から当年３月までの12か月分

の売上を基準売上とし、毎年11月から翌年４月までは前年10月から当年９月までの12か月分の売

上を基準売上とし、基準売上から金250,000,000円を減じた金額（下限を０円とします。）の24分

の１に相当する額（下限を０円とします。）とします。ただし、平成27年11月１日から平成28年

10月31日までの賃料は、割増の年間固定賃料117,600,000円のみです。 

 

サブテナント賃料：月額金1,800,000円 

（ただし、株式会社タカスイに対するサブリース契約が終了した日以降の期間については月額金

1,000,000円） 

敷金、保証金 敷金：48,000,000円 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から５年を経過した時点で賃料条件について協議するものとし、経済情勢の変

動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が

発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後３年間をいいます。以下、本賃貸借の概要にお

いて同じです。）経過後は、解約日の６か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思表示

を行うことにより解約することができます（ただし、原則として、本投資法人が保有するソラー

レ22物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸借期

間中、解約日の６か月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約

することができます（ただし、本投資法人が保有するソラーレ22物件に係る賃貸借契約を一括し

て解約する場合に限ります。）。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の

日から賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と６か月分の賃料相当額とのいずれか高い方

の額（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目と

して過去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合は

その賃貸借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払いま

す。賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合、本物件の６か月分の修正GOP(注)相当額から６か

月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払います。かかる計算に使用する

修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を１か月目とし過去12か月間

のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期

間の平均月額とします。 

（注）「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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ANAクラウンプラザホテル広島 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年11月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 17,784,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

19,900,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 広島県広島市中区中町７番20号 

交通 JR山陽本線「広島」駅より約2.7㎞ 

土地 

地番 広島県広島市中区中町７番地６ 

建物 

竣工年月 昭和58年８月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 

地下２階付22階建 

容積率 800％ 延床面積 42,727.85㎡（注２） 

用途地域 商業地域 設計者 
鹿島建設株式会社 

一級建築士事務所 

敷地面積 5,126.00㎡（注１） 施工者 鹿島建設株式会社 

所有形態 所有権（共有）（注１） 所有形態 区分所有権（注２） 

賃貸可能面積 32,332.00㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社ホライズン・ホテルズ テナント数 １ 

客室数 409 転貸テナント数 ７ 

特記事項： 

・本建物は、区分所有建物であり、本投資法人は、本建物を住友生命保険相互会社との間で区分所有しています。 

・本建物の区分所有規約において、区分所有者が区分所有権を譲渡しようとする場合には、相互に時価による優先買

取権を有し、あらかじめ他の区分所有者に対して書面により通知を行うとともに、他の区分所有者の優先買取権の

行使の有無を確認しなければならないものとされています。 

（注１）本投資法人の保有資産は、本土地の共有持分（持分割合：100分の81）ですが、敷地面積は本土地全体の面積を記載しています。 
（注２）本建物は区分所有建物であり、本投資法人の保有資産は、ホテルの用途に用いられる専有部分の全てに係る区分所有権及びこれ

に伴う共用部分の共有持分（持分割合：100分の81）ですが、延床面積は本建物全体の面積を記載しています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社ホライズン・ホテルズ 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年11月２日から20年間 

賃貸面積 32,332.00㎡ 

賃料 

年間固定賃料：606,000,000円 

 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前々年12月から前年11月ま

での12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、毎年11月から翌年４月までは

前年６月から当年５月までの12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、以下

の計算式に基づき算出した金額の12分の１に相当する額（下限を０円とします。）と

します。 

 

計算式 

変動賃料算出期間EBITDAの95％から固定賃料相当額を減じた額 

 

（注）「EBITDA」とは、本施設の一定期間における売上金の総額から売上原価、非配賦費用、マ

ネジメント・フィー及びGOP下費用を控除した額をいいます。 

敷金、保証金 

敷金：固定賃料６か月分。ただし、本賃貸借開始日までに本契約に基づく一切の債務を被担保債

権として星野リゾートグループの所有に係る資産に対して賃貸人が満足する内容の根抵当権が設

定され、かつ、当該根抵当権に係る仮登記がなされた場合には、当該根抵当権が有効に維持され

る間、敷金のうち固定賃料の1か月分相当額の預託は留保されるものとします。 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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ANAクラウンプラザホテル福岡 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年11月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 7,599,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

8,630,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目３番３号 

交通 JR鹿児島本線「博多」駅約450m 

土地 

地番 
福岡県福岡市博多区博多駅前 

三丁目52番地 

建物 

竣工年月 
昭和51年11月（ホテル棟） 

平成11年２月（光のチャペル） 

建ぺい率 80％ 構造／階数 

鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 

地下３階付15階建（ホテル棟） 

鉄筋コンクリート造ガラス板葺 

４階建（光のチャペル） 

容積率 600％ 延床面積 
26,753.82㎡（ホテル棟） 

618.92㎡（光のチャペル） 

用途地域 商業地域 設計者 
株式会社観光企画設計社 

（ホテル棟／光のチャペル） 

敷地面積 3,411.67㎡ 施工者 
鹿島建設株式会社 

（ホテル棟／光のチャペル） 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 27,372.74㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社ホライズン・ホテルズ テナント数 1 

客室数 320 転貸テナント数 6 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社ホライズン・ホテルズ 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年11月２日から20年間 

賃貸面積 27,372.74㎡ 

賃料 

年間固定賃料：288,000,000円 

 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前々年12月から前年11月ま

での12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、毎年11月から翌年４月までは

前年６月から当年５月までの12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、以下

の計算式に基づき算出した金額の12分の１に相当する額（下限を０円とします。）と

します。 

 

計算式 

変動賃料算出期間EBITDAの95％から固定賃料相当額を減じた額 

 

（注）「EBITDA」とは、本物件の一定期間における売上金の総額から売上原価、非配賦費用、マ

ネジメント・フィー及びGOP下費用を控除した額をいいます。 

敷金、保証金 

敷金：固定賃料６か月分。ただし、本賃貸借開始日までに本契約に基づく一切の債務を被担保債

権として星野リゾートグループの所有に係る資産に対して賃貸人が満足する内容の根抵当権が設

定され、かつ、当該根抵当権に係る仮登記がなされた場合には、当該根抵当権が有効に維持され

る間、敷金のうち固定賃料の１か月分相当額の預託は留保されるものとします。 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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ANAクラウンプラザホテル金沢 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年11月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 6,609,000,000円 
鑑定評価額 
（価格時点） 

7,170,000,000円 
（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 石川県金沢市昭和町16番３号 

交通 JR北陸新幹線「金沢」駅より約220m 

土地 

地番 石川県金沢市昭和町540番地 

建物 

竣工年月 平成２年３月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 
陸屋根地下１階付20階建 

容積率 600％ 延床面積 61,448.41㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 株式会社日建設計 

敷地面積 8,312.42㎡ 施工者 
清水建設、大成建設、大林組、 
真柄建設共同企業体 

所有形態 所有権（共有）(注１） 所有形態 区分所有権（共有）(注２） 

賃貸可能面積 23,835.00㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社ホライズン・ホテルズ テナント数 1 

客室数 249 転貸テナント数 5 

特記事項： 
・本建物は、区分所有建物であり、本投資法人は、本建物を複数の区分所有者との間で区分所有しています。また、
本投資法人の保有資産は当該区分所有建物の区分所有権の共有持分であり、本投資法人は、当該区分所有権を国内
の法人(注３)（以下「本件共有者」といいます。）との間で共有（持分割合：２分の１）しています。 

・本建物の管理規約において、区分所有者が区分所有権を譲渡しようとする場合には、あらかじめ所定の届出書を管 
理者に提出し、管理組合の承認を得なければならないものとされています。 

・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成28年10月31日現
在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

・本建物について、本投資法人は、本件共有者との間で以下の内容の賃貸借契約を締結しています（なお、当該賃貸
借契約については、賃貸人たる地位を本件共有者の子会社が承継すること、及び賃貸人としての債務等は本件共有
者が引き続き負い、本件共有者の子会社が重畳的に債務を引き受けることが合意されています。）。 
賃借権設定者 ：本件共有者 
賃貸借期間  ：平成27年４月１日から平成32年３月31日まで 
賃料（年額） ：309,204,000円 
賃料改定   ：前年度の賃料並びに当初12年間の賃料の推移及び経済情勢の変動、地価の変動、公租公課及び法

令の改廃による負担の増減、近隣建物の水準、本建物の維持管理保全状況及び増設・新築等を考慮
の上、賃借権設定者及び賃借人は別途協議の上改定することができます。 

敷金     ：300,000,000円 
一括使用   ：賃借権設定者は、本建物に関する区分所有権のうち賃借権設定者の共有持分を賃借人に賃貸し、

賃借人はこれを賃借し、本建物を賃借人が一括使用します。 
契約更新   ：賃貸借期間満了の日の１年前までに、賃借権設定者及び賃借人双方が相手方に対し書面により異

議を申し立てないときは、賃貸借期間は５年間更新されます。その後の賃貸借期間満了についても
同様です。 

中途解約   ：賃貸借期間内は、賃借権設定者及び賃借人とも、相手方に対し、解約の申入れはできません。た
だし、賃借人が自己の責に帰すべき事由により賃貸借期間内に解約をする場合は、賃借人が、賃借
人と同様以上の賃借人を賃借権設定者に紹介し、賃借権設定者が同意した場合で、かつその賃借人
と賃借権設定者との間で賃借人と同様以上の条件で賃貸借契約が遅滞なく成立するまで、賃借人
は、賃借人が支払うべき賃料を賃借権設定者に支払うものとされています。 

分割請求の禁止：賃借権設定者及び賃借人は、賃貸借期間中は、本建物の分割を請求することはできません。賃貸
借期間満了の１年前までに賃借権設定者及び賃借人双方が相手方に対し、書面により異議を申立て
ないときは、分割請求の禁止は更に５年間更新されます。その後についても同様です。 

優先買取権  ：賃借権設定者又は賃借人が、本建物の共有持分の全部又は一部を第三者に譲渡しようとする場
合、第三者に優先して相手方に譲渡を申し入れるものとし、譲渡価格は信用ある第三者の鑑定評価
に基づき、賃借権設定者及び賃借人が協議の上決定するものとされています。万一協議が整わず、
第三者に譲渡しようとする場合においても、その売買条件を改めて相手方に提示し、相手方がこの
条件に応じたときは、第三者に優先して相手方に譲渡するものとされています。賃借権設定者が、
万一、第三者に譲渡しようとする場合においては、賃借権設定者は譲受人をして本契約を継続させ
るものとされています。 

（注1）本投資法人の保有資産は、本投資法人が有する本土地の敷地権（所有権）の共有持分（持分割合：1,000,000,000分の

245,437,622）ですが、敷地面積は本土地全体の面積を記載しています。 
（注２）本建物は区分所有建物であり、本投資法人の保有資産は、ホテルの用途に用いられる専有部分の全てに係る区分所有権の共有持分

（持分割合：２分の１）及びこれに伴う共用部分の共有持分（持分割合：1,000,000,000分の245,437,622）ですが、延床面積は本

建物全体の面積を記載しています。 
（注３）本件共有者より名称の開示について同意を得られていないため、非開示としています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社ホライズン・ホテルズ 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年11月２日から20年間 

賃貸面積 23,835.00㎡ 

賃料 

年間固定賃料：546,000,000円 

 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前々年12月から前年11月ま

での12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、毎年11月から翌年４月までは

前年６月から当年５月までの12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、以下

の計算式に基づき算出した金額の12分の１に相当する額（下限を０円とします。）と

します。 

 

計算式 

変動賃料算出期間EBITDAの95％から固定賃料相当額を減じた額 

 

（注）「EBITDA」とは、本物件の一定期間における売上金の総額から売上原価、非配賦費用、マ

ネジメント・フィー及びGOP下費用を控除した額をいいます。 

敷金、保証金 

敷金：固定賃料６か月分。ただし、本賃貸借開始日までに本契約に基づく一切の債務を被担保債

権として星野リゾートグループの所有に係る資産に対して賃貸人が満足する内容の根抵当権が設

定され、かつ、当該根抵当権に係る仮登記がなされた場合には、当該根抵当権が有効に維持され

る間、敷金のうち固定賃料の１か月分相当額の預託は留保されるものとします。 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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ANAクラウンプラザホテル富山 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年11月２日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 4,008,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

4,440,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 富山県富山市大手町２番３号 

交通 JR北陸新幹線「富山」駅より約1.2㎞ 

土地 

地番 富山県富山市大手町２番地１ 

建物 

竣工年月 平成11年６月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 鉄骨造陸屋根地下２階付21階建 

容積率 600％ 延床面積 26,209.92㎡ (注１) 

用途地域 商業地域 設計者 

槇総合計画事務所・観光企画 

設計社設計連合 

株式会社観光企画設計社 

敷地面積 3,723.50㎡ 施工者 
大成建設株式会社他共同企業体

(注２) 

所有形態 借地権 所有形態 区分所有権(注１) 

賃貸可能面積 21,600.11㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社ホライズン・ホテルズ テナント数 １ 

客室数 251 転貸テナント数 ６ 

特記事項： 

・本建物は、区分所有建物であり、本投資法人は、本建物を富山大手町コンベンション株式会社との間で区分所有し

ています。 

・本土地は、地方自治法に定める富山市の普通財産であり、本投資法人は、本建物の他の区分所有者である富山大手

町コンベンション株式会社とともに、賃貸人である富山市との間で以下の内容の市有財産有償貸付契約を締結して

います。 

貸付人   ：富山市 

使用目的  ：ANAクラウンプラザホテル富山及び富山国際会議場駐車場 

貸付期間  ：平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 

貸付料（年額）：30,090,720円（うち本投資法人が納付すべき貸付料（年額）：28,409,973円） 

貸付料改定 ：貸付人は、経済事情の変動その他の事情の変更に基づいて、特に必要があると認めるときは、貸付

料を改定することができます。 

敷金・保証金：なし 

契約更新  ：賃借人は、貸付期間満了後引き続いて使用目的として定める用途に供するため、本土地を使用する

ときは、貸付期間満了２か月前までに書面をもって貸付人に申し出なければなりません。 

中途解約  ：なし 

（注１）本建物は区分所有建物であり、本投資法人の保有資産は、ホテルの用途に用いられる専有部分の全てに係る区分所有権及びこれに

伴う共用部分の共有持分（持分割合：1,000,000分の870,472）ですが、延床面積は本建物全体の面積を記載しています。 
（注２）当該共同企業体の代表者は大成建設株式会社であり、構成員は、大日本土木株式会社、辻建設株式会社、タカノ建設株式会社及び

石坂建設株式会社です。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社ホライズン・ホテルズ 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成27年11月２日から20年間 

賃貸面積 21,600.11㎡ 

賃料 

年間固定賃料：240,000,000円 

 

変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前々年12月から前年11月ま

での12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、毎年11月から翌年４月までは

前年６月から当年５月までの12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、以下

の計算式に基づき算出した金額の12分の１に相当する額（下限を０円とします。）と

します。 

 

計算式 

変動賃料算出期間EBITDAの95％から固定賃料相当額を減じた額 

 

（注）「EBITDA」とは、本物件の一定期間における売上金の総額から売上原価、非配賦費用、マ

ネジメント・フィー及びGOP下費用を控除した額をいいます。 

敷金、保証金 

敷金：固定賃料６か月分。ただし、本賃貸借開始日までに本契約に基づく一切の債務を被担保債

権として星野リゾートグループの所有に係る資産に対して賃貸人が満足する内容の根抵当権が設

定され、かつ、当該根抵当権に係る仮登記がなされた場合には、当該根抵当権が有効に維持され

る間、敷金のうち固定賃料の１か月分相当額の預託は留保されるものとします。 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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旭川グランドホテル 
分類 その他 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成28年３月31日 特定資産の種類 不動産(注) 

取得価格 4,619,000,000円 
鑑定評価額 

（価格時点） 

4,770,000,000円 

（平成28年10月31日） 

所在地（住居表示） 北海道旭川市六条通九丁目45番地１ 

交通 JR函館本線・宗谷本線・富良野線「旭川」駅より約1.0km 

土地 

地番 
北海道旭川市六条通九丁目 

45番地１ 

建物 

竣工年月 平成６年３月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 

① 鉄骨造陸屋根地下２階付 

18階建 

② 鉄骨造ステレンス鋼板葺 

平家建 

容積率 600％ 延床面積 25,715.20㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 株式会社日本設計 

敷地面積 4,278.02㎡ 施工者 

清水・荒井・廣野・北野・ 

タカハタ・川島・新谷・国策 

共同企業体 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 25,715.20㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社旭川グランドホテル テナント数 １ 

客室数 237 転貸テナント数 ５ 

特記事項： 

・該当事項はありません。 

（注）本投資法人は、平成28年３月31日、株式会社旭川ホテル・ホールディングスとの間で締結した信託受益権売買契約に基づき本物件に係る

信託受益権を取得し、同日付で本物件に係る不動産信託契約を解約することにより、実質的に不動産を取得しています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社旭川グランドホテル 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成28年３月31日から20年間 

賃貸面積 25,715.20㎡ 

賃料 

年間固定賃料：246,000,000円（ただし、平成28年３月31日から平成31年10月31日までは、年間

364,800,000円） 

 

変動賃料：変動賃料は、平成31年11月１日より以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年５月から10月までは、前々年12月から前年11月ま

での12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、毎年11月から翌年４月までは

前年６月から当年５月までの12か月分のEBITDAを変動賃料算出期間EBITDAとし、以下

の計算式に基づき算出した金額の合計額の12分の１に相当する額（下限を０円としま

す。）とします。ただし、平成28年３月31日から平成31年10月31日までは、割増の年

間固定賃料364,800,000円のみです。 

 

計算式 

①変動賃料算出期間EBITDA（ただし445,000,000円を超える部分を除きます。）について、その

90％相当額から固定賃料相当額を減じた額 

②変動賃料算出期間EBITDAが445,000,000円を超える部分について、その50％相当額 

 

（注）「EBITDA」とは、本施設の一定期間における売上金の総額から売上原価、非配賦費用、マ

ネジメント・フィー及びGOP下費用を控除した額をいいます。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料６か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満10年間は改定できないものとします。その後５年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負

担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定を

することができます。 

中途解約について 

賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃

借人は、本賃貸借開始日から起算して10年経過後は、解約日の12か月前までに、賃貸人に書面に

より中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより

本賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後10年）

の末日までの賃料相当額と12か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算に

あたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する日の前月を１か月目として過去12か月間の賃料の

平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額

とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことが

できます。 

（注）運営実績については、前記「（ル）個別投資不動産等の運営実績」をご参照ください。 
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③【その他投資資産の主要なもの】

 該当事項はありません。 

 

（３）【運用実績】

①【純資産等の推移】

年月日 
総資産額 

（百万円）(注１) 
純資産総額 

（百万円）(注１) 
１口当たり純資産額 

（円）（注２）（注３） 

平成26年４月30日 
（第２期末日） 

17,367 
（17,102） 

10,182 
（9,917） 

502,835 
（489,754） 

平成26年10月31日 
（第３期末日） 

38,530 
（37,815） 

27,721 
（27,006） 

645,151 
（628,502） 

平成27年４月30日 
（第４期末日） 

37,421
（36,687）

27,739
（27,006）

645,577
（628,502）

平成27年10月31日 
（第５期末日） 

48,412
（47,503）

37,022
（36,113）

745,077
（726,788）

平成28年４月30日 
（第６期末日） 

101,941
（100,340）

69,507
（67,906）

445,516
（435,256）

平成28年10月31日 
（第７期末日） 

105,709
（103,894）

74,407
（72,591）

455,052
（443,947） 

（注１）総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。 

（注２）本投資法人の総資産額、純資産総額及び１口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推

移は記載していません。 

（注３）平成28年10月31日を分割の基準日とし、平成28年11月１日を効力発生日として、投資口１口につき２口の割合による投資口の分

割を行いました。１口当たり純資産額については、平成28年４月期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定していま

す。 

（注４）括弧内は、分配落ち後の金額です。 

 

 また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおり

です。

計算期間別最高・ 
最低投資口価格 
（終値）及び売買

高 

回次 
決算年月日 

第２期 
平成26年４月30日 

第３期 
平成26年10月31日 

第４期 
平成27年４月30日 

第５期 
平成27年10月31日 

第６期 
平成28年４月30日 

最高（円） 830,000 1,196,000 1,534,000 1,448,000 1,399,000 

最低（円） 567,000 752,000 1,103,000 1,035,000 1,104,000 

売買高

（口） 
20,645 59,750 41,949 33,456 74,853 

 

計算期間別最高・ 
最低投資口価格 
（終値）及び売買

高 

回次 
決算年月日 

第７期（注） 
平成28年10月31日 

（権利落前） 

第７期（注） 
平成28年10月31日 

（権利落後） 

最高（円） 1,330,000 626,000 

最低（円） 1,203,000 615,000 

売買高

（口） 
32,944 1,527 

 

月別最高・最低 
投資口価格（終

値）及び売買高 

月別 平成28年1月 平成28年2月 平成28年3月 平成28年4月 平成28年5月 平成28年6月 平成28年7月 

最高（円） 1,239,000 1,379,000 1,397,000 1,399,000 1,330,000 1,326,000 1,306,000 

最低（円） 1,104,000 1,202,000 1,316,000 1,314,000 1,268,000 1,203,000 1,235,000 

売買高（口) 6,530 14,046 7,922 11,191 6,149 6,108 5,420 

 

月別最高・最低 
投資口価格（終

値）及び売買高 

月別 平成28年8月 平成28年9月 
平成28年10月 

（権利落前）（注） 
平成28年10月 

（権利落後）（注） 
平成28年11月 平成28年12月 

最高（円） 1,296,000 1,290,000 1,277,000 626,000 604,000 610,000 

最低（円） 1,224,000 1,246,000 1,241,000 615,000 562,000 581,000 

売買高（口) 4,766 5,161 5,340 1,527 14,633 11,921 

（注）平成28年10月31日を分割の基準日とし、平成28年11月１日を効力発生日として、投資口１口につき２口の割合による投資口の分割

を行いました。それに伴い、平成28年10月27日より権利落後の投資口価格にて取引されています。 
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②【分配の推移】

計算期間 
分配総額 

（千円） 

１口当たり分配金 

（円） 

１口当たりの 

利益超過分配金 

（円） 

第２期 
自 平成25年11月１日 

至 平成26年４月30日 

264,890 13,081 － 

第３期 

自 平成26年５月１日 
至 平成26年10月31日 

715,390 16,649 － 

第４期 

自 平成26年11月１日 

至 平成27年４月30日 

733,695 17,075 － 

第５期 
自 平成27年５月１日 

至 平成27年10月31日 

908,762 18,289 － 

第６期 

自 平成27年11月１日 
至 平成28年４月30日 

1,600,724 20,520 － 

第７期 

自 平成28年５月１日 

至 平成28年10月31日 

1,815,741 22,209 － 

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

計算期間 
自己資本利益率 

（注１） 
年換算 

（注２） 

第２期 
自 平成25年11月１日 
至 平成26年４月30日 

2.6％ 5.3％ 

第３期 
自 平成26年５月１日 
至 平成26年10月31日 

3.8％ 7.5％ 

第４期 
自 平成26年11月１日 
至 平成27年４月30日 

2.6％ 5.3％ 

第５期 
自 平成27年５月１日 
至 平成27年10月31日 

2.8％ 5.6％ 

第６期 
自 平成27年11月１日 
至 平成28年４月30日 

3.0％ 6.0％ 

第７期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

2.5％ 5.0％ 

（注１）自己資本利益率＝当期純利益÷｛（期首純資産額＋期末純資産額）÷2｝×100 

（注２）１年を365日とし、第２期については運用日数181日、第３期については運用日数184日、第４期については運用日数181日、第５

期については運用日数184日、第６期については運用日数182日、第７期については運用日数184日に基づいて年換算値を算出し

ています。 

 

- 219 -



第二部【投資法人の詳細情報】

第１【投資法人の追加情報】

１【投資法人の沿革】

平成25年２月28日  設立企画人（株式会社星野リゾート・アセットマネジメント）による投信法第69条第１項に基

づく本投資法人の設立に係る届出

平成25年３月６日  投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立

平成25年３月25日  投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請

平成25年４月10日  内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施（登録番号 関東財務局

長 第84号）

平成25年７月12日  東京証券取引所に上場

平成25年７月16日  資産運用の実質的な開始

平成25年９月９日  東京都中央区銀座一丁目11番１号へ本店移転

平成26年７月１日  東京都中央区京橋三丁目６番18号へ本店移転

平成27年１月28日  規約の変更

平成28年11月１日  投資口の分割

平成29年１月26日  規約の変更
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２【役員の状況】

  （本書の日付現在） 
 

役職名 氏名 主要略歴 
所有投
資口数 
（口） 

執行役員 秋本 憲二 昭和62年４月 株式会社ワールド 東京本社経理部 

平成３年４月 同社東京本社財務部 

平成４年11月 株式会社ＮＨＶホテルズインターナショナル 経理部財務課長 

平成８年５月 株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル 

監査役 

平成９年４月 株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル洞爺 

経理部長 

平成10年５月 株式会社壱番屋 経理部 

平成10年12月 株式会社星野リゾート 財務経理ユニット・ディレクター 

平成21年６月 同社経営企画室長 

平成22年９月 同社財務戦略室長 

平成24年12月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 代表取締役 

社長（現任） 

平成25年３月 星野リゾート・リート投資法人 執行役員（現任） 

０ 

監督役員 品川 広志 平成14年10月 弁護士登録 

平成14年10月 濱田松本法律事務所 

平成20年９月 Alston & Bird法律事務所 研修 

平成21年９月 モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部 出向 

平成22年10月 森・濱田松本法律事務所 

平成24年１月 錦華通り法律事務所 （現任） 

平成25年３月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員（現任） 

平成27年６月 株式会社みらいワークス 社外監査役（現任） 

平成28年３月 株式会社セルテクノロジー 社外監査役（現任） 

０ 

監督役員 藤川 裕紀子 昭和63年10月 中央新光監査法人 

平成４年３月 公認会計士登録 

平成10年６月 金融監督庁検査部 金融証券検査官 

平成12年７月 藤川裕紀子公認会計士事務所 開設（現任） 

平成16年12月 税理士登録 

平成16年12月 藤川裕紀子税理士事務所 開設 

平成20年７月 ニューシティ・レジデンス投資法人 監督役員 

平成24年１月 税理士法人会計実践研究所 設立 代表社員（現任） 

平成25年３月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員（現任） 

平成26年４月 独立行政法人労働者健康安全機構 監事（現任） 

平成26年６月 東洋証券株式会社 社外取締役（現任） 

平成27年10月 独立行政法人日本芸術文化振興会 監事（現任） 

平成28年３月 学校法人嘉悦学園 監事（現任） 

平成29年１月 外国人技能実習機構 監事（現任） 

０ 

（注１）主要略歴の記載に関しては、在籍時の名称等に統一して記載しています。 

（注２）執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、隆哲郎を補欠執行役員として選任することが第３回投資主 

総会で決議されています。なお、隆哲郎は、本書の日付現在、本資産運用会社の取締役財務管理部長兼総合企画部長です。 

（注３）監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、髙橋淳二を監督役員として選任することが第３回投資 

主総会で決議されています。 

 

- 221 -



３【その他】

（１）役員の変更 

 執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任されます（投信

法第96条、規約第18条第１項）。ただし、役員が欠けた場合等において、内閣総理大臣は、必要があると認めると

きは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができます（投信法第108条第２

項）。 

 執行役員及び監督役員の任期は、選任後２年です（規約第18条第２項）。ただし、投資主総会の決議によって、

法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げません（規約第18条第２項）。また、補欠又

は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします（規約第

18条第２項）。また、補欠の執行役員又は監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた

投資主総会（当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、役員が選任された直近の投資主総会）に

おいて選任された執行役員又は監督役員の任期が満了する時までとします。ただし、投資主総会の決議によってそ

の期間を短縮することを妨げないものとします（規約第18条第３項）。 

 執行役員及び監督役員の解任は投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、

出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行います（投信法第104条、第106条）。執行役員又は監督役員の職

務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任

する旨の議案が投資主総会において否決されたときは、発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投

資主（６か月前から引き続き当該投資口を有する投資主に限ります。）は、当該投資主総会の日から30日以内に、

訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第104条第３項、会社法第854条

第１項第２号）。 

 

（２）規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

① 規約等の重要事項の変更 

 後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 （５） その他 ③ 規約の変更に関する手続」をご参照く

ださい。なお、本投資法人は、平成29年１月26日開催の第３回投資主総会において規約を変更しました。 

② 事業譲渡又は事業譲受 

 該当事項はありません。 

③ 出資の状況その他の重要事項 

 本投資法人は、平成28年５月に新投資口の発行を行いました。かかる新投資口の発行の詳細については、前記

「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人の概況 （１） 主要な経営指標等の推移 ②

事業の概況 （イ）当期の概況 ｃ.資金調達の概要」をご参照ください。また、出資の状況については、前記

「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人の概況 （５）投資法人の出資総額」をご参照

ください。 

 

（３）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

 本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【手続等】

１【申込（販売）手続等】

 該当事項はありません。

 なお、本投資口は、東京証券取引所に上場されており、本投資口を東京証券取引所を通じて購入することが可能

です。また、金融商品取引所外で本投資口を購入することも可能です。

 

２【買戻し手続等】

 本投資口は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第５条第１

項）。ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとして

います（規約第５条第２項）。

 本投資口は、東京証券取引所に上場されており、同金融商品取引所を通じて売買することが可能です。また、金融

商品取引所外で本投資口を譲渡することも可能です。
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第３【管理及び運営】

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

① 本投資法人が発行する投資口の１口当たりの純資産額は、後記「（４） 計算期間」記載の決算期ごとに、以

下の算式にて算出します。

  １口当たり純資産額＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷発行済投資口の総口数

 

② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のとおり投資対象資産の種類ごとに定めます（規約第35条第１

項）。

(イ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権

 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価するものとします。なお、減価償却額の算定方

法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定するものとします。ただし、設備等部分につい

ては、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合

理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとします。

(ロ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権

 原則として、信託財産が(イ)に掲げる資産の場合は(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公

正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当

該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。

(ハ) 信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託

の受益権

 原則として、信託財産が(イ)に掲げる資産の場合は、(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に

公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して

当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。

(ニ) 不動産に関する匿名組合出資持分

 匿名組合出資持分の構成資産が(イ)から(ハ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価

を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これら

の合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。

(ホ) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭

の信託の受益権

 原則として、信託財産である匿名組合出資持分について(ニ)に従った評価を行った上で、これらの合計額

から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。

(ヘ) 有価証券

 当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額（金融商品取引所における取引価格、認

可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システ

ムで成立する取引価格をいいます。以下、本②において同じです。）とします。市場価格がない場合には、

合理的な方法により算定された価額とします。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評

価の精度を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定さ

れた価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとします。

(ト) 金銭債権

 取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額

で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価

法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。

(チ) 金銭の信託の受益権

 原則として、信託財産が(ヘ)又は(ト)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、そ

れらの合計額をもって評価するものとします。

(リ) デリバティブ取引に係る権利

a. 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務

 基準日における当該金融商品取引所の最終価格（終値をいい、終値がなければ気配値（公表された売り気

配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値）をいいます。）

に基づき算出した価額により評価するものとします。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準

日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価するものとします。

b. 金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務

 市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価するものとします。なお、時

価評価に当たっては、最善の見積り額を使用するものとしますが、公正な評価額を算定することが極めて困

難と認められる場合には、取得価額により評価するものとします。
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c. 一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計

が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するも

のについては、本a.及びb.にかかわらず金利スワップの特例処理を適用できるものとします。

(ヌ) 動産

 取得価格から減価償却累計額を控除した価格をもって評価するものとします。なお、減価償却の算定方法

は、原則として定額法によるものとしますが、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場

合で、かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定すること

ができるものとします。

(ル) その他

 上記に定めがない場合には、投信法、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額

又は一般に公正妥当と認められる会計基準により付されるべき評価額をもって評価するものとします。

 

③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するも

のとします（規約第35条第２項）。

(イ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権

 原則として、不動産鑑定士による鑑定評価又は調査報告に基づく評価額

(ロ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分

 信託財産又は匿名組合の構成資産が(イ)に掲げる資産の場合は(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一

般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除し

て当該信託受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額

(ハ) デリバティブ取引に係る権利（上記②(リ)c.に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合）

 上記②(リ)a.又はb.に定める価額

 

④ 本投資法人の資産評価の基準日は、原則として決算期（毎年４月末日及び10月末日）とします（規約第35条第

３項）。

 

⑤ １口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています（投資法人

の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）（以下「投資法人計算規則」とい

います。）第58条、第68条）。投資法人は、各営業期間（毎年５月１日から10月末日まで、及び11月１日から翌

年４月末日まで）に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書を含みます。）、資産運用報告及び金銭の分配に係

る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し（投信法第129条）、役員会により承認された場合、遅滞なく投資

主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供します（投信法

第131条第２項から第５項まで、投資法人計算規則第81条）ほか、金融商品取引法に基づいて決算期後３か月以

内に提出される有価証券報告書に記載されます。

 投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができ

ます。 

 

⑥ 投資口１口当たりの純資産額についての投資者による照会方法

 投資口１口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。 

（照会先） 

株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 

東京都中央区京橋三丁目６番18号 

電話番号 03-5159-6338 

 

（２）【保管】

 本投資法人の発行する投資口は振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、本振替投資口を取り

扱う振替機関が振替業の指定を取り消された場合若しくは当該振替機関の当該指定が効力を失った場合であって

当該振替機関の振替業を継承する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなっ

たときには、投資主は、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます（社債、株式等の振替に

関する法律（平成13年６月27日号外法律第75号。その後の改正を含みます。）（以下「振替法」といいます。）

第227条第２項）。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼するかある

いは、投資主自身が直接保管することができます。 
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（３）【存続期間】

 本投資法人には存続期間の定めはありません。

 

（４）【計算期間】

 本投資法人の営業期間は、毎年５月１日から10月末日まで、及び11月１日から翌年４月末日までとします。各

営業期間の末日を決算期といいます（規約第36条）。

 

（５）【その他】

① 増減資に関する制限 

(イ) 最低純資産額 

 本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円とします（規約第８条）。 

 

(ロ) 投資口の発行 

 本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範

囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるも

のとします。募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資

口をいいます。）１口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執

行役員が定め、役員会が承認する金額とします（規約第６条第１項及び第３項）。 

 

(ハ) 国内における募集 

 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合

は、100分の50を超えるものとします（規約第６条第２項）。 

 

② 解散条件 

 本投資法人における解散事由は以下のとおりです（投信法第143条）。 

(イ) 投資主総会の決議 

(ロ) 合併（合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。） 

(ハ) 破産手続開始の決定 

(ニ) 解散を命ずる裁判 

(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し 

 

③ 規約の変更に関する手続 

 規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権

の３分の２以上に当たる多数をもって可決される必要があります（投信法第140条、第93条の２第２項）。な

お、投資主総会における決議の方法については、後記「３ 投資主・投資法人債権者の権利 （１） 投資主総会

における議決権」をご参照ください。 
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④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関す

る規定は、以下のとおりです。 

(イ) 本資産運用会社：株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 

 資産運用委託契約 

期間 契約期間の定めはありません。 

更新 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 

解約 i. 本投資法人は、本資産運用会社が投資信託協会の会員でなくなった場合には、事前に投

資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより

直ちに本契約を解約することができます。 

ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、６か月前に書面による通知をし、かつ、事前

に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。 

iii.本資産運用会社は、本投資法人に対して、６か月前の書面による通知をもって、本契約

の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた

場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得

ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し

投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人

は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定められた解約日において

終了するものとします。 

iv. 上記i.からiii.までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から

(iii)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することが

できます。 

(i) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合（ただし、当該違反

が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める

催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。） 

(ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手

続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命

令の送達等の事由が発生した場合 

(iii)上記(i)又は(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託するこ

とに堪えない重大な事由がある場合 

v. 本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する場合、本契約

を解約します。 

(i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者（金融商品取引法に定める投資運用業を行

う者であり、かつ宅地建物取引業法第３条第１項の免許及び第50条の２第１項の認可

を受けている者に限ります。）でなくなった場合 

(ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 

(iii)解散した場合 

変更等 本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更する

ことができるものとします。 
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(ロ) 資産保管会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 資産保管業務委託契約 

期間 本書の日付現在、延長により有効に継続しています。なお、本書の日付現在の有効期間は、

平成30年４月末日までです。 

更新 有効期間の満了予定日の３か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から

相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に２年間延長されるものとし、

以後も同様とします。 

解約 i. 本投資法人及び資産保管会社は、下記iv.からvi.までに定める場合を除き、相手方の承

諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはできません。 

ii. 上記i.にかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し本契約の終了を申

し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了します。 

iii.上記ii.に基づき本契約を終了するにあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要す

る旨を資産保管会社に対し、書面により通知した場合には、当該承諾の効力発生時は、

当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手

続を行うものとします。 

iv. 本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しな

い場合、当該相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に

履行がないときは本契約を解除することができます。 

v. 本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社

においては本投資法人又は本資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当したと

きは、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。 

(i) 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特

別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始（将来、制定されるものを含みま

す。）の申立てがあったとき。 

(ii)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執

行、滞納処分を受けたとき。 

vi. 本投資法人及び資産保管会社は、相手方（その役員を含みます。）が、暴力団員等(注

１)若しくは一定の事項(注２)に該当し、若しくは一定の行為(注３)をした場合、又は一

定の事項に関する表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、

その旨を通知することによって本契約を直ちに解除することができます。 

(注１) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関

係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をい

います。以下本④において同じです。 

(注２) (i)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること、(ii)暴力団員等が経営に実

質的に関与していると認められる関係を有すること、(iii)自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用している

と認められる関係を有すること、(iv)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

どの関与をしていると認められる関係を有すること及び(v)役員又は経営に実質的に関与している

者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有することをいいます。以下本④において同じで

す。 

(注３) (i)暴力的な要求行為、(ii)法的な責任を超えた不当な要求行為、(iii)本契約に基づく業務に関し

て、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、(iv)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて

相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為及び(v)その他(i)乃至(iv)に準ずる行為

をいいます。以下本④において同じです。 

変更等 i. 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵

守して、合意により本契約を変更することができます。 

ii. 本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知し

た場合には、上記i.の本契約変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。な

お、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。 
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(ハ) 機関運営事務受託者：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 一般事務委託契約 

期間 本書の日付現在、延長により有効に継続しています。なお、本書の日付現在の有効期間は、

平成30年４月末日までです。 

更新 有効期間の満了予定日の３か月前までに、本投資法人又は機関運営事務等受託者のいずれか

一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に２年間延長され

るものとし、以後も同様とします。 

解約 i. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、下記iv.からvi.までに定める場合を除き、相

手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはできません。 

ii. 上記i.にかかわらず、本投資法人又は機関運営事務等受託者が、相手方に対し本契約の

終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了しま

す。 

iii.上記ii.に基づいて本契約を終了するにあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要

する旨を機関運営事務等受託者に対し、書面により通知した場合には、当該承諾の効力

発生時は、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに

当該承認手続を行うものとします。 

iv. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行

しないときは、相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行

がないときは本契約を解除することができます。 

v. 本投資法人又は機関運営事務等受託者は、本投資法人においては機関運営事務等受託者

が、機関運営事務等受託者においては本投資法人又は本資産運用会社が次の(i)又は(ii)

に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除する

ことができます。 

(i) 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手

続開始その他これらに準じる倒産手続開始（将来、制定されるものを含みます。）の

申立てがあったとき。 

(ii)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執

行、滞納処分を受けたとき。 

vi. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、相手方（その役員を含みます。）が、暴力団

員等若しくは一定の事項に該当し、若しくは一定の行為をした場合、又は一定の事項に

関する表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通

知することによって本契約を直ちに解除することができます。 

変更等 i. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準

則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。 

ii. 上記i.の協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を機関運営事務

等受託者に対し書面により通知した場合には、上記iに定める変更の効力発生時は、当該

承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を

行うものとします。 
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(ニ) 投資主名簿等管理人：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 投資口事務代行委託契約 

期間 本書の日付現在、延長により有効に継続しています。なお、本書の日付現在の有効期間は、

平成29年３月５日までです。 

更新 有効期間満了の６か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書

による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に２年間延長する

ものとし、その後も同様とします。 

解約 本契約は、以下のi.からiv.の定めるところにより、その効力を失います。 

i. 当事者間の文書による解約の合意。この場合、本契約は、当事者の合意によって指定し

たときから失効します。 

ii. 以下の(i)から(iii)までに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通

知。この場合、本契約は(i)及び(ii)の場合においては解約の通知において指定する日、

(iii)の場合においては解約の通知において指定する日（ただし、通知到達の日から３か

月以上経過した日とする）又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するもの

とします。なお、(ii)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投

資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達

すべきときに到達したものとします。 

(i) 本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別

清算手続の各々の開始の申立て（その後の法律改正により新たな倒産手続が創設され

た場合、当該手続開始申立てを含みます。）並びに手形交換所の取引停止処分がなさ

れた場合 

(ii)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰

すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合 

(iii)本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止 

iii.本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に重大な違反をした場合、

相手方が行う文書による解除の通知。この場合、本契約は相手方が当該通知において指

定する日をもって失効します。 

iv. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団、暴力団員、暴力

団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力

集団等その他これに準ずる者に該当し、若しくは一定の行為をし（その役員が該当する

場合及び一定の行為をしたことを含みます。）、又はこれらに関する表明・確約に関し

て虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合に

は、当該通知において指定された日に本契約は失効するものとします。 

変更等 本契約の内容が法令の変更又は当事者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支

障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、当事者協議の上これを改定するこ

とができます。 

 

(ホ) 特定関係法人：株式会社星野リゾート

 スポンサーサポート契約

期間 平成25年５月27日から10年間とします。

更新 有効期間満了の１か月前までに、本投資法人、本資産運用会社又は株式会社星野リゾートの

いずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、本契約

は、期間満了の日の翌日より５年間更新するものとし、その後も同様とします。

解約 本投資法人、本資産運用会社又は株式会社星野リゾートのいずれかについて、以下の表明及

び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して

通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。

ⅰ. 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又は

その構成員（以下本（ホ）において「反社会的勢力」といいます。）ではないこと。

ⅱ. 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。

変更等 本投資法人、本資産運用会社及び株式会社星野リゾートの全員の書面による合意によっての

み、変更又は修正することができます。
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 バックアップオペレーター契約

期間 契約期間の定めはありません。

更新 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。

解約 株式会社星野リゾート及び本資産運用会社は、理由の如何によらず、本契約を解除又は解約

することはできません。

変更等 本契約の変更は、本投資法人、本資産運用会社及び株式会社星野リゾートが書面により合意

した場合にのみ行うことができます。

 

 また、本投資法人の保有資産の一部に係る賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファン

ド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況 （２）投資資産 ② 投資不動産物件 （ワ）個別不動産の

概要」をご参照ください。

 

（へ） 特定関係法人：株式会社ホライズン・ホテルズ

 本投資法人の保有資産の一部に係る賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情

報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況 （２）投資資産 ② 投資不動産物件 （ワ）個別不動産の概

要」をご参照ください。

 

（ト） 関係法人との契約の変更に関する開示の方法 

 関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合

があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制

限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出す

る臨時報告書により開示されます。 

 

⑤ 会計監査人：太陽有限責任監査法人 

 本投資法人は、太陽有限責任監査法人を会計監査人とします。 

 会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します（投信法第96条第

１項、規約第25条）。会計監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資

主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、

当該投資主総会において再任されたものとみなします（投信法第103条、規約第26条）。 

 

⑥ 公告の方法 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第４条）。 
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２【利害関係人との取引制限】

（１）法令に基づく制限 

① 利益相反取引の制限 

 資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投

資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(i)有価証券の取得若しくは譲渡、(ii)有価証券の貸借、

(iii)不動産の取得若しくは譲渡又は(iv)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、予

め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるために

は、役員会の承認を受けなければならないものとされています（投信法第201条の２）。 

 また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為

につき禁止行為が定められています（金融商品取引法第44条の３第１項、投信法第223条の３第３項、投信法施

行令第130条第２項）。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有して

いることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当

する者をいい（金融商品取引法第31条の４第３項）、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権

の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令

で定める要件に該当する者をいいます（金融商品取引法第31条の４第４項）。 

(イ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者

の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他

の取引を行うこと（金融商品取引法第44条の３第１項第１号）。 

(ロ) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第２条第８項各号に掲げる行為に関する契約を締結するこ

とを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該

顧客との間で当該契約を締結すること（金融商品取引法第44条の３第１項第２号）。 

(ハ) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金

融商品取引法第44条の３第１項第３号）。 

(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為で

あって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの

あるものとして内閣府令に定めるその他の行為（金融商品取引法第44条の３第１項第４号、金融商品取引業

等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。）第153条、投信法第223条の３

第３項、投信法施行規則第267条）。 

 

② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投

資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資

産（投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本項において、以下同じです。）の

売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に

係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の

対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第

203条第２項）。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当

該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする

ものに限ります。）その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供する

ことができます（投信法第203条第４項、第５条第２項）。 
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③ 資産の運用の制限 

 登録投資法人は、（イ）その執行役員又は監督役員、（ロ）その資産運用会社、（ハ）その執行役員又は監督

役員の親族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、（ニ）当該資産運用会社の取締役、会計

参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）、監査役若しくは執行役若しくは

これらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為（投資主の保護に欠けるおそれが少ない

と認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはなりません（投信法第195条、第

193条、投信法施行令第116条乃至第118条）。 

a. 有価証券の取得又は譲渡 

b. 有価証券の貸借 

c. 不動産の取得又は譲渡 

d. 不動産の貸借 

e. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 

（ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められていま

す。） 

 

④ 特定資産の価格等の調査 

 資産運用会社は、特定資産（土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で

定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等の資産」といいます。）の取得又は譲渡が行われたとき

は、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければ

ならないものとされています（ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この

限りでありません。）。 

 また、資産運用会社は、不動産等の資産以外の特定資産（指定資産を除きます。）の取得又は譲渡等の行為が

行われたときは、投資法人、その資産運用会社（その利害関係人等を含みます。）及びその資産保管会社以外の

者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています（た

だし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。）。 

 

（２）利害関係人等取引規程 

 本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、利害関係人等取引規程を大要以下のとおり定めてい

ます。 

① 基本原則 

 利害関係人等との間で、物件の取得、譲渡、賃貸、プロパティ・マネジメント業務等の委託、売買若しくは

賃貸の媒介委託又は工事等発注（以下、本（２）において総称して「利害関係人等との取引」といいます。）

を行う場合、金融商品取引法、投信法、投信法施行令及び利害関係人等取引規程に定めを遵守するものとし、

また、業務分掌規程に従い、コンプライアンス・オフィサーは、法令、政令、規則、規約及び本資産運用会社

社内規程等に照らしたコンプライアンス上の問題の有無につき事前に審査しなければならないものとします。 

 

② 利害関係人等の範囲 

 「利害関係人等」とは、以下の（イ）から（ニ）までのいずれかに該当する者をいいます。 

（イ） 金融商品取引法に定める本資産運用会社の親法人等及び子法人等 

（ロ） 投信法及び投信法施行令に定める利害関係人等 

（ハ） 本資産運用会社の総株主の議決権の10％以上を保有する株主 

（ニ） 上記（イ）、（ロ）又は（ハ）に該当する者が重要な影響を及ぼし得る特別目的会社（以下本（２）に

おいて「SPC」といいます。） 

 

③ 利害関係人等との取引基準 

（イ） 物件の取得 

a. 利害関係人等から不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する

信託受益権（以下、本③において「不動産等」といいます。）を取得する場合は、利害関係人等でない不

動産鑑定士（法人を含みます。以下同じです。）が鑑定した鑑定評価額を超えて取得してはならないもの

とします。ただし、鑑定評価額は、不動産等そのものの価格であり、税金、取得費用、信託設定に要する

費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。 

b. 利害関係人等が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPCの組成を行うなどして負担した費用が存する

場合、前項に拘らず、当該費用を鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。 

c. 利害関係人等から有価証券（不動産等に該当するものを除きます。）その他の特定資産を取得する場合

は、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記a.及びb.に準ずるものとします。 
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d. 利害関係人等から上記a.からc.に基づく特定資産の取得を決定した場合は、適時開示規程に従い、速やか

に開示するものとします。 

（ロ） 物件の譲渡 

a. 利害関係人等へ不動産等を譲渡する場合は、利害関係人等でない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額未満

で譲渡してはならないものとします。ただし、鑑定評価額は、不動産等そのものの価格であり、税金、売

却費用、信託設定に要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含

みません。 

b. 利害関係人等へ有価証券（不動産等に該当するものを除きます。）その他の特定資産を譲渡する場合は、

時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記a.に準ずるものとします。 

c. 利害関係人等に対する上記a.及びb.に基づく特定資産の譲渡を決定した場合は、適時開示規程に従い、速

やかに開示するものとします。 

（ハ） 物件の貸借 

a. 利害関係人等へ不動産等を賃貸する場合（不動産等を取得することに際して新たに賃貸する場合のほか、

賃貸借契約を承継する場合を含みます。）は、市場価格、周辺相場等を調査し、適正と判断される条件で

賃貸しなければならないものとし、利害関係人等でないホテル、旅館及び付帯施設のマーケット分析に専

門性を有する調査会社が実施したマーケット調査の結果得られた適正賃料額（適正賃料額が幅を持って示

されている場合は、最高額と最低額の平均値）未満で賃貸してはならないものとします。 

b. 利害関係人等から不動産等を賃借する場合（不動産等を取得することに際して新たに賃借する場合のほ

か、賃貸借契約を承継する場合を含みます。）は、市場価格、周辺相場等を調査し、適正と判断される条

件で賃借しなければならないものとし、利害関係人等でないホテル、旅館及び付帯施設のマーケット分析

に専門性を有する調査会社が実施したマーケット調査の結果得られた適正賃料額（適正賃料額が幅を持っ

て示されている場合は、最高額と最低額の平均値）を超えて賃借してはならないものとします。 

c. 利害関係人等へ有価証券（不動産等に該当するものを除きます。）その他の特定資産を賃貸し又は利害関

係人等から有価証券（不動産等に該当するものを除きます。）その他の特定資産を賃借する場合は、上記

a.及びb.に準ずるものとします。 

d. 利害関係人等に対する上記a.からc.に基づく貸借を決定した場合は、適時開示規程に従い、速やかに開示

するものとします。 

（ニ） プロパティ・マネジメント業務等の委託 

a. 利害関係人等へプロパティ・マネジメント業務等を委託する場合は、実績、会社信用度等を調査するとと

もに、委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し決定するものとします。 

b. 取得する不動産等について、利害関係人等が既にプロパティ・マネジメント業務等を行っている場合は、

取得後のプロパティ・マネジメント業務等について当該利害関係人等に継続して委託することができます

が、この場合においても、委託料の決定については上記a.に準じて検討の上、交渉するものとします。 

c. 利害関係人等に対する上記a.及びb.に基づくプロパティ・マネジメント業務等の委託を決定した場合は、

適時開示規程に従い、速やかに開示するものとします。 

（ホ） 売買又は貸借の媒介委託 

a. 利害関係人等へ不動産等の売買の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内と

し、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。 

b. 利害関係人等へ不動産等の貸借の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内と

し、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。 

c. 利害関係人等に対して有価証券の売買又は貸借の媒介を委託する場合には、上記a.及びb.に準ずるものと

します。 

d. 利害関係人等に対する上記aからc.に基づく媒介の委託を決定した場合は、適時開示規程に従い、速やか

に開示するものとします。 

（ヘ） 工事等発注 

a. 利害関係人等へ工事等を発注した場合は、第三者の見積り価格及び内容等を比較検討した上で、適正と判

断される条件で工事の発注を行うものとします。 

b. 利害関係人等に対して上記a.に基づく工事の発注を行う場合、工事別に期ごとに資産運用報告において開

示するものとします。 
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④ 役員会の承認 

 利害関係人等との取引において、以下の（イ）から（ニ）までに定める取引を行おうとする場合には、事前

に本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとします。 

（イ） 有価証券の取得又は譲渡 

（ロ） 有価証券の貸借 

（ハ） 不動産の取得又は譲渡 

（ニ） 不動産の貸借 

 

（３）利害関係者との取引状況等 

① 第７期における利害関係人等との特定資産の売買取引等に該当する取引は、以下のとおりです。 

区 分
売買金額等

買付額等（百万円） 売付額等（百万円）

総額 3,160 －

利害関係人等との取引状況の内訳

株式会社ホライズン・ホテルズ 3,160（100.0％） －

合 計 3,160（100.0％） －

（注）「利害関係人等」とは、一般社団法人投資信託協会の定める投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第１

項第27号に規定する「利害関係人等」をいいます。以下同じです。 

 

② 第７期における利害関係人等への賃貸借状況は、以下のとおりです。 

賃借人の名称 物件名称 
年間固定賃料 

（百万円）（注） 

株式会社星野リゾート 
星のや軽井沢 600 

界 鬼怒川 204 

株式会社ホライズン・ホテルズ 

リゾナーレ八ヶ岳 525 

リゾナーレ熱海 313 

ANAクラウンプラザホテル広島 606 

ANAクラウンプラザホテル福岡 288 

ANAクラウンプラザホテル金沢 546 

ANAクラウンプラザホテル富山 240 

株式会社嵐山温泉嵐峡舘 
星のや京都 187 

界 加賀 206 

株式会社星野リゾート・マネジメント 

界 松本 75 

界 出雲 75 

界 伊東 80 

界 箱根 95 

界 阿蘇 42 

界 川治 99 

株式会社旭川グランドホテル 旭川グランドホテル 364 
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（注）上記各賃借人との賃貸借契約において、賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「年間固定賃料」欄には、当該

賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を12倍して年換算した金額を記載しています。変動賃料は、賃借人のホテル、旅館及び付

帯施設の売上高又は利益に賃貸借契約で定める一定の料率を乗じて算出されます。ただし、「リゾナーレ熱海」及び「界 鬼怒

川」については平成27年11月２日から平成30年10月31日までに限定した割増しについて、「界 加賀」については平成28年５月

２日から平成31年４月30日までに限定した割増しについて、「旭川グランドホテル」については平成28年３月31日から平成31年

10月31日までに限定した割増しについて、それぞれ合意されていますが、固定賃料（月額）を12倍して年換算した金額は、平成

28年10月31日現在における、かかる割増しされた賃料額に基づいて算出されています。したがって、当該賃料額は、各物件の実

際の年間固定賃料額と必ずしも一致しません。割増期間経過後の固定賃料は上記表記載の金額より減少します。なお、ホテル、

旅館及び付帯施設の売上高又は利益が一定金額に満たない場合には、変動賃料は生じません。また、上記各賃借人との賃貸借契

約において、変動賃料の起算日は、「リゾナーレ熱海」及び「界 鬼怒川」については平成30年11月１日（第12期）、「界 加

賀」については平成31年５月１日（第13期）、「旭川グランドホテル」については平成31年11月１日（第14期）とされているた

め、当該日以前は、ホテル、旅館及び付帯施設の売上高又は利益の金額にかかわらず、変動賃料は生じません。 

 

③ 第７期における利害関係人等からの賃貸借状況は、以下のとおりです。 

賃貸人の名称 物件名称 月額賃料（円） 

株式会社星野リゾート 星のや軽井沢（注１） 1,068,171（注２） 

（注１）本投資法人は、上記物件の敷地を上記賃貸人より賃借しています。 

（注２）平成28年７月26日から平成29年４月30日までの期間に適用される賃料額を記載しています。平成28年５月１日から平成28年７

月25日までの月額賃料は、1,040,582円です。 
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④ スポンサーサポート契約の概要

 本投資法人及び本資産運用会社が星野リゾートとの間で、平成25年５月27日付で締結したスポンサーサポー

ト契約の概要は以下のとおりです。

(イ) 優先的物件情報の提供

及び優先的売買交渉権の付与

星野リゾートは、星野リゾートグループ（星野リゾート及びその子会社をいいま

す。以下本④において同じです。）が保有しているホテル、旅館及び付帯施設のう

ち、本投資法人及び本資産運用会社の定める投資方針に合致するホテル、旅館及び

付帯施設（以下、本(イ)において「適格不動産」といいます。）を売却しようとす

る場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格不動

産に関する情報を優先的に提供し、優先的に売買交渉をする権利（以下、本(イ)に

おいて、「優先的売買交渉権」といいます。）を付与します。

＜優先的売買交渉権の概要＞

・スポンサーサポート契約の定めに従い本投資法人及び本資産運用会社に対し優先

的売買交渉権が付与された場合、前記のとおり情報の提供を受けた日（同日を含み

ます。）から10銀行営業日（以下、本(イ)において「優先検討期間」といいま

す。）以内に、本投資法人及び本資産運用会社は、当該適格不動産の取得の意向の

有無を優先的売買交渉権を付与した者（以下、本(イ)において「優先交渉権付与

者」といいます。）に回答します。なお、優先交渉権付与者と本投資法人又は本資

産運用会社とが別途合意した場合、優先検討期間は、当該合意した期間延長されま

す。

・優先交渉権付与者は、優先検討期間内に本投資法人又は本資産運用会社から当該

適格不動産の取得の意向がある旨を回答された場合、本投資法人又は本資産運用会

社と当該適格不動産の売却の条件について誠実に協議し、合意に達した場合、優先

交渉権付与者は、本投資法人に対し、当該適格不動産を売却します。

・本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対し、i 優先検討期間内

に取得の意向がある旨を回答しなかった場合、ii 取得の意向がない旨を回答した

場合又は iii 取得の意向がある旨を回答したものの当該回答を優先交渉権付与者

が受領した日（同日を含みます。）から10銀行営業日又は優先交渉権付与者と本投

資法人若しくは本資産運用会社とが別途合意して定める期間内に売却の条件につい

て合意に達しなかった場合、優先的売買交渉権は消滅します。

＜適用除外＞

以下の事由がある場合には、優先的売買交渉権の付与は行われません。

・星野リゾートグループが行政機関の要請に基づいて不動産等を売却する場合

・星野リゾートグループがスポンサーサポート契約締結前に締結済みの第三者との

契約に基づき、当該第三者に対して優先交渉権を付与することを要する場合

 

また、星野リゾートは、自らの取引先その他の関係先である個人又は法人（ホテ

ル、旅館及び付帯施設のデベロッパー及び運営業者を含みます。）が所有、開発又

は運営する適格不動産について、当該適格不動産の所有者が売却を検討しているこ

とを知った場合には、当該適格不動産の所有者の意向等で情報を提供することがで

きない場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、遅くとも第三者に情報

を提供すると同時に当該適格不動産に関する情報を提供します。ただし、星野リゾ

ートが本契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、当該第三者に対して優

先的に情報提供することを要する場合（優先交渉権を付与することを要する場合を

含みます。）はこの限りではありません。
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(ロ) 資産取得業務等の支援 星野リゾートは、本投資法人が星野リゾート以外のもの（星野リゾート以外の星

野リゾートグループを含みます。）から適格不動産を取得しようとする場合にお

いて本資産運用会社から要請されたときは、星野リゾートグループが保有する人

的及び物的資源、観光産業やリゾート分野における知識、経験及び再生ノウハウ

並びに国内外のネットワークその他の資源を利用して、本投資法人の資産取得業

務等を効率的に行うことを目的として、本投資法人及び本資産運用会社のため

に、当該適格不動産に関する情報収集及び提供、当該適格不動産における運営計

画及び広報戦略等の立案及び検討、当該適格不動産の改善計画の立案及び検討そ

の他の支援業務を行い、本資産運用会社による当該適格不動産の取得業務等を支

援します。

 

(ハ) ウェアハウジング機能の

提供

本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格不動産の

取得を目的として、第三者が保有又は運用している適格不動産の取得及び一時的

な保有（以下「ウェアハウジング」といいます。）を星野リゾートに依頼するこ

とができます。

 

＜星野リゾートが提供するウェアハウジング機能の概要＞

・本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適格不動産

の取得を目的として、取得予定時期及び取得予定価格又は取得価格の決定方法等

を提示した上で、第三者が保有又は運用している適格不動産の取得及び一時的な

保有を星野リゾートに依頼することができます。この場合、星野リゾートは、か

かる依頼を誠実に検討し、当該依頼を受けた日（同日を含みます。）から10銀行

営業日以内に、受諾の可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。

・星野リゾートが上記に定めるところに従いウェアハウジングの依頼を受諾した

場合、星野リゾート、本投資法人及び本資産運用会社は、協議し、合意の上、ウ

ェアハウジングによる取得、保有及び本投資法人への売却等に関する詳細を定

め、星野リゾートは、当該定めに従いウェアハウジングを実施し、当該適格不動

産を自ら又は星野リゾートグループの他の法人をして取得し、保有します。星野

リゾートは、ウェアハウジングとして適格不動産を保有している間、星野リゾー

トグループが有する各種資源を最大限活用し、当該適格不動産の魅力をより高め

るよう最大限努力します。

・星野リゾートは、当該適格不動産を取得した場合、本投資法人及び本資産運用

会社が提示した取得予定時期を経過するまでの間、本投資法人以外の第三者に当

該適格不動産の売却その他の処分の申入れをしてはならず、また、かかる期間内

に本投資法人及び本資産運用会社が取得を申し出た場合、星野リゾート、本投資

法人及び本資産運用会社との間で取得予定不動産等の売却に関する詳細を合意の

上、当該適格不動産を本投資法人に売却します。

  ・本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人及び本資産運用会社が提示した

取得予定時期に当該取得予定不動産等を取得することが困難となった場合には、

星野リゾートに対してその旨及び希望する延長後の取得予定時期を通知し、取得

予定時期を延長することができます。ただし、かかる通知による取得予定時期の

延長は、通算で１年間を超えることはできません。
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(ニ) その他の支援 星野リゾートは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本資産運

用会社に対し、適用法令に反しない範囲で、i 不動産等取得及び運用に関する助

言・補助、ii 人材の派遣を含め必要とされる人材確保への協力、並びに iii 本

資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の必要な支援を行います。

(ホ) 報酬 本投資法人及び本資産運用会社は、(イ)乃至(ホ)に定める業務について星野リゾ

ートに報酬を支払いません。

(へ) 投資口の取得及び保有 星野リゾートは、本投資法人及び本資産運用会社に対し、星野リゾートが本投資

法人の投資口を取得した場合、特段の事情がない限り、本投資法人の投資口の保

有を継続する意向であることを確認しています。

（注）本投資法人は、平成28年10月31日現在の投資主名簿に記載又は記録された投資主に対する優待券の送付を最終として、投資主優待制度を

平成29年２月１日付で廃止することを決定しており、これに伴い、投資主優待制度の提供に関する業務はスポンサーサポート契約に基づ

くサポート対象から除外することが合意されています。 

 

⑤ バックアップオペレーター契約 

 本投資法人及び本資産運用会社は、ソラーレの運営子会社の退去等によって生じるリスクを低減するた

め、株式会社星野リゾートとの間で、ソラーレ22物件に関するバックアップオペレーター契約を締結してい

ます。同契約によれば、以下の株式譲渡予約契約に基づく権利を星野リゾートが行使する場合には、本投資

法人及び本資産運用会社の事前の同意が必要であり、また、本投資法人及び本資産運用会社が請求した場合

には、星野リゾートは、以下の株式譲渡予約契約に基づく権利を行使するものとされています。

 その上で、星野リゾートは、ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社と株式譲渡予約契約を締結して

おり、同契約に基づき、星野リゾートは、ソラーレの運営子会社の全株式をソラーレ ホテルズ アンド リゾ

ーツ株式会社から譲り受ける権利及び一定の場合には義務を有しています。

 また、本投資法人及び本資産運用会社は、株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント及び株式会

社グリーンズの退去等によって生じるリスクを低減するため、株式会社星野リゾートとの間で、カンデオ５

物件及びグリーンズ３物件に関するバックアップオペレーター契約をそれぞれ締結しています。同契約によ

れば、カンデオ５物件及びグリーンズ３物件に係るオペレーターとの賃貸借契約が理由の如何を問わず終了

し又は終了することが見込まれる場合において、本投資法人が、星野リゾートに対して、新たな契約を締結

し、後継のオペレーターとなることを書面をもって求めた場合には、星野リゾートは、後継のオペレーター

として、星野リゾート、本投資法人及び本資産運用会社との間で合意して定める内容の契約を締結するもの

とされています。

 

⑥ その他支払手数料等の金額 

 該当事項はありません。 
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３【投資主・投資法人債権者の権利】

（１）投資主総会における議決権

① 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています（投信法第77条

第２項第３号、第94条第１項、会社法第308条第１項本文）。投資主総会において決議される事項は、以下のと

おりです。 

(イ) 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任（ただし、設立の際選任されたものとみなされる者の選任を除

きます。）及び解任（投信法第96条、第104条、第106条） 

(ロ) 資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意（投信法第198条第２項、第205条、第

206条第１項） 

(ハ) 投資口の併合（投信法第81条の２第２項、会社法第180条第２項（第３号及び第４号を除きます。）） 

(ニ) 投資法人の解散（投信法第143条第３号） 

(ホ) 規約の変更（投信法第140条） 

(ヘ) その他投信法又は規約で定める事項（投信法第89条） 

 

② 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。 

(イ) 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数を

もって行います（規約第11条）。 

(ロ) 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主１名を代理人として、議決権を行使することができま

す（規約第11条第２項）。ただし、当該投資主又は代理人は、投資主総会ごとにその代理権を証明する書面

を予め本投資法人に提出しなければなりません（投信法第94条第１項、会社法第310条第１項及び第２項、

規約第11条第３項）。 

(ハ) 書面による議決権の行使は、投資主が議決権を行使するための書面（以下「議決権行使書面」といいま

す。）に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出し

て行います（投信法第90条の２第２項、第92条第１項、規約第12条第１項）。 

(ニ) 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信法第92条第２項、

規約第12条第２項）。 

(ホ) 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める

時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行います（投信法第

92条の２第１項、規約第13条第１項）。 

(ヘ) 電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信法第92条の

２第３項、規約第13条第２項）。 

(ト) 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提

出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、

当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなします（投信法第93条第１項、規約第14条

第１項）。 

(チ) 上記(ト)の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の

議決権の数に算入します（投信法第93条第３項、規約第14条第２項）。 

(リ) 本投資法人が平成29年１月16日及び同日以降遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの１月16日及び同日以後遅

滞なく投資主総会を招集する場合には、本投資法人は、平成28年10月末日及び以後隔年ごとの10月末日にお

ける最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使す

ることができる投資主とします。かかる場合のほか、決算期から３か月以内の日を投資主総会の日とする投

資主総会を開催する場合、本投資法人は、直前の決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主を

もって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします。このほか、本投

資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従いあらかじめ公告して定める一定の日における

最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき者と

することができます（投信法第77条の３第２項、規約第９条第３項、第15条第１項、第２項）。 

 

（２）その他の共益権

① 代表訴訟提起権（投信法第204条、第116条、第119条、会社法第847条（第２項を除きます。）） 

 ６か月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対し、書面その他投信法施行規則で定める方法

により、資産運用会社、執行役員、監督役員若しくは会計監査人、又は一般事務受託者の責任を追及する訴えの

提起を請求することができ、本投資法人が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、当該請求をした投

資主は、本投資法人のために訴えを提起することができます。 
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② 投資主総会決議取消訴権等（投信法第94条第２項、会社法第830条、第831条） 

 投資主（当該決議の取消により投資主となる者を含みます。）は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が

法令若しくは規約に違反する又は著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反し、又は決議について特別の利

害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときには、決議の日から３か月以

内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます。また、投資主総会の決議が存在しない場合又

は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議が存在しないこと又は無効であることの確

認を訴えをもって請求することができます。 

 

③ 執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第109条第５項、第153条の３第２項、会社法第360条第１項） 

 ６か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若し

くは規約に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法

人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役員に対し、その行為をやめることを

請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。 

 

④ 新投資口発行の差止請求権（投信法第84条第１項、会社法第210条） 

 投資主は、新投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合に

おいて、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、新投資口の発行をやめることを請求

することができます。 

 

⑤ 投資口の併合差止請求権（投信法第81条の２第２項、会社法第182条の３） 

 投資主は、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるとき

は、本投資法人に対し、投資口の併合をやめることを請求することができます。 

 

⑥ 合併差止請求権（投信法第150条、会社法第784条の２、第796条の２、第805条の２） 

 投資主は、合併が法令又は規約に違反する場合等において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本

投資法人に対し、合併をやめることを請求することができます。 

 

⑦ 新投資口発行無効訴権（投信法第84条第２項、会社法第828条第１項第２号、第２項第２号） 

 投資主は、新投資口の発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効力が生じた

日から６か月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。 

 

⑧ 合併無効訴権（投信法第150条、会社法第828条第１項第７号、第８号、第２項第７号、第８号） 

 投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、合併の効力が生じた日から６か月以内に、合併無効の

訴えを提起することができます。 

 

⑨ 投資主提案権（投信法第94条第１項、会社法第303条第２項、第305条第１項） 

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し投資

主総会の日の８週間前までに、一定の事項を投資主総会の目的とすることを請求することができ、また、投資主

総会の目的である事項につき当該投資主が提出しようとする議案の要領を招集通知に記載又は記録することを請

求することができます。 

 

⑩ 投資主総会招集権（投信法第90条第３項、会社法第297条第１項、第４項） 

 発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、投

資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して投資主総会の招集を請求することができ、請求の後遅滞なく

招集の手続が行われない場合又は請求があった日から８週間以内の日を投資主総会の日とする投資主総会の招集

の通知が発せられない場合には、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。 

 

⑪ 検査役選任請求権（投信法第94条第１項、会社法第306条第１項、投信法第110条） 

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、投資主総会に係る招

集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該投資主総会に先立ち、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申

立てをすることができます。また、発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法

人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由

があるときは、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立

てをすることができます。 
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⑫ 執行役員等解任請求権（投信法第104条第１項、第３項、会社法第854条第１項第２号） 

 発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、執行役員又は監督役

員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役

員を解任する旨の議案が投資主総会において否決されたときには、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをも

って当該役員の解任を請求することができます。 

 

⑬ 解散請求権（投信法第143条の３） 

 発行済投資口の10分の１以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行において著しく困難

な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるときや、本投資法人

の財産の管理又は処分が著しく失当で、本投資法人の存立を危うくするときにおいて、やむを得ない事由がある

ときは、訴えをもって本投資法人の解散を請求することができます。 

 

（３）分配金請求権（投信法第77条第２項第１号、第137条）

 本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に

基づき、各投資主の有する投資口の口数に応じて金銭の分配を受けることができます。

 なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとされた振替投資口につ

いて行った金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の返還を求めることができません。この場

合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度において、投資主の振替機関等に対する損害賠償請求権を取得し

ます（振替法第228条、第149条）。

 

（４）残余財産分配請求権（投信法第77条第２項第２号、第158条）

 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を

受ける権利を有しています。

 

（５）払戻請求権（規約第５条第１項）

 投資主は、投資口の払戻請求権を有していません。

 

（６）投資口の処分権（投信法第78条第１項乃至第３項）

 投資主は投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができます。

 本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口

座に本振替投資口の振替（譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることをいいます。以下同じです。）

が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行うことができます（振替法第228条、第140条）。ただし、本振

替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなけ

れば、本投資法人に対抗することができません（投信法第79条第１項）。なお、投資主名簿の記載又は記録は、

総投資主通知（振替機関が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数、基準日等の通知

をいいます。以下同じです。）により行われます（振替法第228条、第152条第１項）。また、投資主が、特別口

座に記載又は記録されている本振替投資口の譲渡を行う場合は、まず自らが開設した一般口座への振替を行った

上で、譲受人の口座に振り替える必要があります。

 

（７）投資証券交付請求権（振替法第227条第１項、第２項、投信法第85条第１項）

 本投資法人の投資口は、振替法の適用を受ける振替投資口であり、本投資法人は、投資証券を発行することが

できません（振替法第227条第１項）。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合

若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本振替

投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求すること

ができます（振替法第227条第２項）。

 

（８）帳簿等閲覧請求権（投信法第128条の３） 

 投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求する

ことができます。ただし、この場合においては、当該請求の理由を明らかにして行わなければなりません。
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（９）少数投資主権の行使手続（振替法第228条、第154条、社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成14年政令

第362号。その後の改正を含みます。)第40条)） 

 振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記載

又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を行使しようとする投資主は、振替機関

が個別投資主通知（振替機関が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をい

います。以下同じです。）を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出ることができ

ます。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後４週間が経過する日までに限り、少数

投資主権を行使することができます。
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第４【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

a．名称 

株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 

b．資本金の額 

本書の日付現在  100百万円 

c．事業の内容 

i.  不動産取引業 

ii. 投資運用業 

iii. 投資法人の設立企画人としての業務 

iv. 宅地建物取引業 

v.  不動産の管理業務 

vi. 投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託事務 

vii. 上記i.～ⅵ.に附帯又は関連する一切の事業 

 

① 会社の沿革 

平成22年５月14日 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント設立 

平成24年６月15日 
宅地建物取引業の免許取得 

（免許証番号 東京都知事(１)94316号） 

平成25年１月９日 
宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 

（認可番号 国土交通大臣認可第74号） 

平成25年２月６日 
金融商品取引業（投資運用業）に係る登録 

（関東財務局長（金商）第2405号） 

平成25年９月９日 東京都中央区銀座一丁目11番１号へ本店移転 

平成26年７月１日 東京都中央区京橋三丁目６番18号へ本店移転 

 

② 株式の総数及び資本金の額の増減 

(イ）発行可能株式総数（本書の日付現在） 

50,000株 

(ロ）発行済株式の総数（本書の日付現在） 

10,000株 

(ハ）最近５年間における資本金の額の増減 

 平成24年12月１日付で増資が行われ、これにより資本金の額は10百万円から100百万円に増額されていま

す。 

 

③ その他 

(イ）役員の変更 

 本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任について

は、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までです。ただし、任期満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選

任された取締役の任期は、その前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、任期満了前に退任し

た監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社

において取締役及び監査役に変更があった場合には、２週間以内に内閣総理大臣へ届け出ます（金融商品取引

法第31条第１項、第29条の２第１項第３号）。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参

与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役若しくは執行役に就任した場合（他の

会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場

合を含みます。）又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません（金融商品取引法第31条の４第１項）。 
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(ロ）訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される

事実はありません。 

 

④ 関係業務の概要 

 本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。 

 

（２）【運用体制】

 本資産運用会社の組織体制については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人

の概況 （４）投資法人の機構」をご参照ください。

 

（３）【大株主の状況】

（本書の日付現在） 
 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

比率（％） 
（注） 

株式会社星野リゾート 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2148番地 10,000 100.0 

合計 10,000 100.0 

（注）比率とは、発行済株式総数に対する所有株式数の比率をいいます。 
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（４）【役員の状況】

（本書の日付現在） 
 

役職名 氏名 主要略歴 
所有 

株式数 
（株） 

代表取締役

社長 

秋本 憲二 

（注１） 

前記「第１ 本投資法人の追加情報 ２ 役員の状況」をご参照ください。 ０ 

取締役投資

運用部長 

金谷 隆行 平成16年４月 三井不動産販売株式会社 住宅営業本部 

平成17年１月 株式会社ゼクス 不動産事業開発部 

平成20年７月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アクイジションチーム 

平成20年11月 株式会社ダヴィンチ・サポート 投資運用部 

平成21年11月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アセットマネジメント

チーム 

平成23年１月 同社 アクイジションチーム 

平成24年３月 株式会社星野リゾート 企画開発部 

平成24年12月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 取締役投資運

用部長（現任） 

０ 

取締役財務

管理部長兼

総合企画部

長 

隆 哲郎 平成９年４月 第一法規出版株式会社 

平成16年11月 株式会社星野リゾート 財務経理ユニット 

平成17年12月 同社 購買ユニット・ディレクター 

平成21年６月 同社 内部体制整備プロジェクトチーム 

平成21年９月 同社 内部体制整備プロジェクトチーム 兼 グループ総務ユ

ニット・ディレクター 

平成22年２月 株式会社星野リゾート 監査役 

平成22年５月 株式会社コンメンダ 監査役 

平成24年12月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 取締役財務管

理部長 

平成28年12月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 取締役財務管

理部長兼総合企画部長（現任） 

０ 

取締役コン

プライアン

ス・オフィ

サー 

武田 英一 昭和61年４月 ニチメン株式会社 大阪財務部 

平成３年７月 山一證券株式会社 財務本部 事務指導部 主任 

平成４年２月 山一情報システム株式会社へ出向 経営企画部 主任 

平成７年10月 山一證券投資信託委託株式会社へ出向 経理部 課長代理 

平成10年３月 ＡＩＵ保険会社 

ＡＩＧ株式会社へ出向 トレジャリー部 アシスタント・トレ

ジャラー 

平成13年１月 日興アセットマネジメント株式会社 海外業務企画室 マネー

ジャー 

平成14年２月 同社 経営企画部 シニア・マネージャー 

平成17年７月 パシフィックマネジメント株式会社 内部監査室 ゼネラルマ

ネージャー 

平成18年２月 パシフィック・コマーシャル・インベストメント株式会社へ出

向 コンプライアンス・オフィサー 

平成19年６月 同社 出向解除 

パシフィックマネジメント株式会社 内部監査室 ゼネラルマ

ネージャー 

平成21年７月 さわかみ投信株式会社 コンプライアンス室 室長 

平成25年８月 株式会社星野リゾート 

株式会社星野リゾート・アセットマネジメントへ出向 コンプ

ライアンス部 

同社 コンプライアンス・オフィサー 

平成27年２月 同社 取締役コンプライアンス・オフィサー（現任） 

０ 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 

株式数 
（株） 

監査役 

（非常勤） 

井上 陽介 平成19年12月 あずさ監査法人 

平成23年９月 公認会計士登録 

平成24年８月 井上陽介公認会計士事務所 開設（現任） 

平成24年８月 株式会社アズペック 代表取締役（現任） 

平成28年10月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 監査役 

（現任） 

０ 

(注１) 秋本憲二は、本投資法人の執行役員を兼務しており、金融商品取引法第31条の４第１項に従い、平成25年３月29日付で金融庁長官に兼

職の届出を行っています。 

(注２) 主要略歴の記載に関しては、在籍時の名称等に統一して記載しています。 

 

（５）【事業の内容及び営業の概況】

① 事業の内容 

 本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として登録投資法人の資産運用を行っています。 

 

② 営業の概況 

 本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人のみです。 

 

③ 関係業務の概況 

 本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務を行っています。 

 

④ 資本関係 

 本書の日付現在、本資産運用会社は本投資法人の投資口を保有していません。 
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２【その他の関係法人の概況】

Ａ 資産保管会社兼投資主名簿等管理人兼機関運営事務等受託者（投信法第117条第２号乃至第６号及び第208条関係）

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

① 名称 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

② 資本金の額 

平成28年９月30日現在  324,279百万円 

③ 事業の内容 

 銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。）に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。）に基づき信託業務を営んでいま

す。 

 

（２）【関係業務の概要】

① 資産保管会社としての業務 

（イ） 資産の保管にかかる業務 

（ロ） （イ）に付随する業務 

② 投資主名簿等管理人としての業務 

（イ） 投資主名簿及び投資法人債原簿並びにこれらに付属する帳簿の作成、管理及び備置その他の投資主名簿

及び投資法人債原簿に関する事務（ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が投資主名簿等管

理人に別途委託するものに限ります。） 

（ロ） 上記（イ）に定めるほか、以下の帳簿その他の投信法及び内閣府令の規定により作成及び保管しなけれ

ばならない帳簿書類の作成、管理及び備置に関する事務 

a. 分配利益明細簿 

b. 投資証券台帳 

c. 投資証券不発行管理簿 

d. 投資証券払戻金額帳 

e. 未払分配利益明細簿 

f. 未払払戻金明細簿 

（ハ） 投資口の名義書換、質権の登録又は抹消、信託財産の表示又は抹消 

（ニ） 振替機関等により通知される総投資主通知その他の通知の受理に関する事務 

（ホ） 投資主の投資証券不所持申出並びに投資証券の発行又は返還請求の受理等に関する事務 

（ヘ） 投資主、登録投資口質権者、これらの法定代理人及び以上の者の常任代理人（以下、本（２）において

「投資主等」といいます。）の氏名及び住所の登録並びに変更の登録に関する事務 

（ト） 上記（イ）から（ヘ）までに掲げるもののほか、投資主等の提出する届出の受理に関する事務 

（チ） 投資主総会招集通知及び決議通知等投資主総会関連書類の発送及び議決権行使書面又は委任状の作成及

び集計に関する事務 

（リ） 投資主等に対して分配する金銭の支払いに関する事務 

（ヌ） 投資主等からの照会に対する応答に関する事務 

（ル） 投資口の統計資料並びに法令又は契約にもとづく官庁、金融商品取引所、振替機関等への届出又は報告

のための資料の作成に関する事務 

（ヲ） 投資口若しくは投資証券の募集、発行、投資口の併合・分割その他本投資法人が臨時に指定する事務 

（ワ） 投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務 

（カ） 投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付けに関する事務（上記（イ）から

（ワ）の事務に関連するものに限ります。） 

（ヨ） 上記（イ）から（カ）までに掲げる事務に付随する印紙税等の納付に関する事務 

（タ） 投資主等の個人番号（「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。）に定義する個人番号をいい、以下「個人番号」と

いいます。）及び法人番号（番号法に定義する法人番号）の収集及び登録に関する事務 

（レ） 投資主等の個人番号及び法人番号の保管、利用及び廃棄または削除に関する事務 

（ソ） 上記（イ）から（レ）までに掲げる事項に関連し又は付随する事務 

③ 機関運営事務等受託者としての業務 

（イ） 機関の運営に関する事務 

（ロ） 計算に関する事務 

（ハ） 会計帳簿の作成に関する事務 

（ニ） 納税に関する事務 
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（３）【資本関係】 

 本書の日付現在、本投資法人と三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。

 

Ｂ 本投資法人の特定関係法人 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容 

特定関係法人の名称 
資本金の額 

（平成28年10月31日現在） 
事業の内容 

株式会社星野リゾート 10百万円 

リゾート運営事業等 株式会社ホライズン・ホテルズ 10百万円 

株式会社星野リゾート 

ホールディングス 
10百万円 

やまぼうし投資事業有限責任組合 － 
株式会社の発行する株式等の取

得、保有等 

(注) 資本金の額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。 

 

（２）関係業務の概要 

 株式会社星野リゾートは、本資産運用会社の親会社であり、平成25年７月16日、本投資法人に対して「星のや

軽井沢」を譲渡し、同日より、本投資法人から同物件を賃借し、同物件の敷地を本投資法人に賃貸しています。

また、平成27年11月２日、本投資法人に対して「界 鬼怒川」を譲渡し、同日より、本投資法人から同物件を賃

借しています。また、物件情報提供を含むスポンサーサポートの提供を行い、ソラーレ22物件、カンデオ５物件

及びグリーンズ３物件に関するバックアップオペレーター契約を締結しています。 

 株式会社ホライズン・ホテルズは、本資産運用会社の親会社である株式会社星野リゾートの100％子会社であ

り、平成27年11月２日、本投資法人に対して「ANAクラウンプラザホテル広島」、「ANAクラウンプラザホテル福

岡」、「ANAクラウンプラザホテル金沢」及び「ANAクラウンプラザホテル富山」を譲渡し、同日より、本投資法

人から同物件を賃借しています。また、平成28年５月２日、本投資法人に対して「界 加賀」を譲渡していま

す。さらに、本投資法人から「リゾナーレ八ヶ岳」及び「リゾナーレ熱海」を賃借しています。 

 株式会社星野リゾートホールディングスは、株式会社星野リゾートの株式の全てを保有しています。 

 やまぼうし投資事業有限責任組合は、株式会社星野リゾートホールディングスの株式の93.6％を保有していま

す。 

 

（３）資本関係 

 株式会社星野リゾートは、本書の日付現在で、本投資法人の投資口のうち6,140口を所有しています。 
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第５【投資法人の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について

 本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。そ

の後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、投資法人計算規則に基づいて作成されます。

 

２．監査証明について

 本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期計算期間（平成28年５月１日から平成

28年10月31日まで）の財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を受けています。

 

３．連結財務諸表について

 本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。
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１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】

    （単位：千円） 

  前期 
（平成28年４月30日） 

当期 
（平成28年10月31日） 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 8,243,199 9,514,280 

営業未収入金 40,416 39,832 

前払費用 129,450 182,643 

未収消費税等 1,205,689 67,952 

繰延税金資産 13 14 

流動資産合計 9,618,770 9,804,723 

固定資産    

有形固定資産    

建物 51,692,917 55,399,273 

減価償却累計額 △1,984,232 △2,729,273 

建物（純額） ※１ 49,708,684 52,670,000 

構築物 1,311,237 1,569,735 

減価償却累計額 △58,106 △80,642 

構築物（純額） ※１ 1,253,131 1,489,093 

機械及び装置 83,801 83,801 

減価償却累計額 △20,498 △24,115 

機械及び装置（純額） ※１ 63,303 59,685 

工具、器具及び備品 458,598 475,715 

減価償却累計額 △50,718 △109,170 

工具、器具及び備品（純額） 407,879 366,545 

土地 ※１ 39,116,980 39,351,315 

建設仮勘定 70,114 201,094 

有形固定資産合計 90,620,094 94,137,734 

無形固定資産    

借地権 1,002,287 1,028,324 

ソフトウエア 11,786 13,504 

無形固定資産合計 1,014,073 1,041,829 

投資その他の資産    

長期前払費用 375,334 412,650 

差入保証金 10,000 10,000 

その他 302,890 302,890 

投資その他の資産合計 688,224 725,540 

固定資産合計 92,322,392 95,905,104 

資産合計 101,941,162 105,709,827 
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    （単位：千円） 

  前期 
（平成28年４月30日） 

当期 
（平成28年10月31日） 

負債の部    

流動負債    

営業未払金 104,560 94,787 

短期借入金 ※１ 1,100,000 - 

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 4,565,213 950,724 

未払金 563,476 561,547 

未払法人税等 789 889 

未払費用 2,715 - 

前受金 658,034 695,672 

流動負債合計 6,994,789 2,303,620 

固定負債    

長期借入金 ※１ 22,720,410 26,209,332 

預り敷金及び保証金 2,718,309 2,789,454 

固定負債合計 25,438,719 28,998,786 

負債合計 32,433,509 31,302,406 

純資産の部    

投資主資本    

出資総額 67,906,895 72,591,623 

剰余金    

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,600,757 1,815,796 

剰余金合計 1,600,757 1,815,796 

投資主資本合計 69,507,653 74,407,420 

純資産合計 ※２ 69,507,653 ※２ 74,407,420 

負債純資産合計 101,941,162 105,709,827 
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（２）【損益計算書】

    （単位：千円） 

 
前期 

自 平成27年11月１日 
至 平成28年４月30日 

当期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

営業収益    

賃貸事業収入 ※１ 3,559,947 ※１ 3,981,640 

営業収益合計 3,559,947 3,981,640 

営業費用    

賃貸事業費用 ※１ 1,303,096 ※１ 1,428,747 

資産運用報酬 249,568 342,999 

資産保管手数料 2,139 3,786 

一般事務委託手数料 10,407 15,741 

役員報酬 2,640 2,640 

会計監査人報酬 6,500 6,751 

その他営業費用 71,426 83,750 

営業費用合計 1,645,777 1,884,418 

営業利益 1,914,169 2,097,222 

営業外収益    

受取利息 702 47 

受取保険金 - 1,559 

還付加算金 602 - 

雑収入 17 18 

営業外収益合計 1,322 1,625 

営業外費用    

支払利息 144,948 156,288 

融資関連費用 100,279 90,394 

投資口交付費 68,634 35,506 

営業外費用合計 313,863 282,188 

経常利益 1,601,628 1,816,659 

税引前当期純利益 1,601,628 1,816,659 

法人税、住民税及び事業税 897 896 

法人税等調整額 0 0 

法人税等合計 897 896 

当期純利益 1,600,731 1,815,763 

前期繰越利益 26 33 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,600,757 1,815,796 
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（３）【投資主資本等変動計算書】

前期（自 平成27年11月１日 至 平成28年４月30日）

        （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 
  

出資総額 

剰余金 

投資主資本合計 
  

当期未処分利益又
は当期未処理損失
（△） 

剰余金合計 

当期首残高 36,113,352 908,788 908,788 37,022,141 37,022,141 

当期変動額           

新投資口の発行 31,793,543 － － 31,793,543 31,793,543 

剰余金の配当 － △908,762 △908,762 △908,762 △908,762 

当期純利益 － 1,600,731 1,600,731 1,600,731 1,600,731 

当期変動額合計 31,793,543 691,969 691,969 32,485,512 32,485,512 

当期末残高 ※１ 67,906,895 1,600,757 1,600,757 69,507,653 69,507,653 

 

当期（自 平成28年５月１日 至 平成28年10月31日）

        （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 
  

出資総額 

剰余金 

投資主資本合計 
  

当期未処分利益又
は当期未処理損失
（△） 

剰余金合計 

当期首残高 67,906,895 1,600,757 1,600,757 69,507,653 69,507,653 

当期変動額           

新投資口の発行 4,684,727 - - 4,684,727 4,684,727 

剰余金の配当 - △1,600,724 △1,600,724 △1,600,724 △1,600,724 

当期純利益 - 1,815,763 1,815,763 1,815,763 1,815,763 

当期変動額合計 4,684,727 215,039 215,039 4,899,766 4,899,766 

当期末残高 ※１ 72,591,623 1,815,796 1,815,796 74,407,420 74,407,420 
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（４）【金銭の分配に係る計算書】

    （単位：円） 
 

 
前期 

自 平成27年11月１日 
至 平成28年４月30日 

当期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

Ⅰ 当期未処分利益 1,600,757,757 1,815,796,809 

Ⅱ 分配金の額 1,600,724,160 1,815,741,213 

（投資口１口当たり分配金の額） (20,520） (22,209） 

Ⅲ 次期繰越利益 33,597 55,596 

     

分配金の額の算出方法 

本投資法人の規約第37条第１項に定

める「租税特別措置法第67条の15に規

定される本投資法人の配当可能利益の

額の100分の90に相当する金額を超え

て分配する」旨の方針に従い、当期未

処分利益の概ね全額である

1,600,724,160円を利益分配金として

分配することとしました。なお、規約

第37条第２項に定める利益を超えた金

銭の分配は行いません。 

本投資法人の規約第37条第１項に定

める「租税特別措置法第67条の15に規

定される本投資法人の配当可能利益の

額の100分の90に相当する金額を超え

て分配する」旨の方針に従い、当期未

処分利益の概ね全額である

1,815,741,213円を利益分配金として

分配することとしました。なお、規約

第37条第２項に定める利益を超えた金

銭の分配は行いません。 
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（５）【キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：千円） 

 
前期 

自 平成27年11月１日 
至 平成28年４月30日 

当期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 1,601,628 1,816,659 

減価償却費 736,281 831,907 

受取利息 △702 △47 

支払利息 144,948 156,288 

融資関連費用 100,279 90,394 

投資口交付費 68,634 35,506 

営業未収入金の増減額（△は増加） △9,069 584 

前払費用の増減額（△は増加） △59,837 △53,192 

未収消費税等の増減額（△は増加） △641,941 1,137,736 

未払消費税等の増減額（△は減少） - - 

営業未払金の増減額（△は減少） 17,040 △8,801 

未払金の増減額（△は減少） 56,992 154,070 

前受金の増減額（△は減少） 326,698 37,638 

長期前払費用の増減額（△は増加） △239,206 △37,316 

その他 △100,104 △90,394 

小計 2,001,643 4,071,032 

利息の受取額 702 47 

利息の支払額 △142,646 △159,003 

法人税等の支払額 △894 △797 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,858,804 3,911,278 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △48,054,566 △4,508,815 

無形固定資産の取得による支出 △798,587 △29,509 

預り敷金及び保証金の受入による収入 1,013,808 71,145 

敷金及び保証金の差入による支出 △300,000 - 

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,139,346 △4,467,179 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 1,100,000 - 

短期借入金の返済による支出 △1,400,000 △1,100,000 

長期借入れによる収入 19,800,000 4,360,000 

長期借入金の返済による支出 △115,645 △4,485,567 

投資口の発行による収入 31,793,543 4,684,727 

投資口交付費の支出 △68,634 △35,506 

分配金の支払額 △906,265 △1,596,672 

財務活動によるキャッシュ・フロー 50,202,997 1,826,982 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,922,455 1,271,080 

現金及び現金同等物の期首残高 4,320,744 8,243,199 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 8,243,199 ※１ 9,514,280 
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（６）【注記表】

［継続企業の前提に関する注記］

 該当事項はありません。

 

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］
 

１．固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産 

 定額法を採用しています。 

 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 

 建物        ３～57年 

 構築物       ３～60年 

 機械及び装置    ６～15年 

 工具、器具及び備品 ２～20年 

②無形固定資産 

 定額法を採用しています。 

 なお、耐用年数は以下のとおりです。 

 無形固定資産    ２～５年 

③長期前払費用 

 定額法を採用しています。 

２．収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法 

 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等につ

いては、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業

費用として費用処理する方法を採用しています。 

 なお、不動産等の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った取得日を

含む年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず、当該不動産

等の取得原価に算入しています。 

３．キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手

許現金及び随時引き出し可能な預金、並びに容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっています。 

４．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

 

［追加情報］

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当営業期

間から適用しています。
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［貸借対照表に関する注記］ 

※１ 担保に供している資産及び担保を付している債務 

 担保に供している資産は次のとおりです。 

（単位:千円） 

 
前期 

（平成28年４月30日） 
当期 

（平成28年10月31日） 

建物 28,853,728 - 

構築物 635,959 - 

機械及び装置 63,303 - 

土地 28,566,414 - 

合計 58,119,405 - 

 

 担保を付している債務は次のとおりです。 

（単位:千円） 

 
前期 

（平成28年４月30日） 
当期 

（平成28年10月31日） 

短期借入金 1,100,000 - 

１年内返済予定の長期借入金 4,565,213 - 

長期借入金 22,720,410 - 

合計 28,385,623 - 

 

※２ 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 

（単位:千円） 

 
前期 

（平成28年４月30日） 
当期 

（平成28年10月31日） 

  50,000 50,000 

 

［損益計算書に関する注記］ 

※１ 不動産賃貸事業損益の内訳 

（単位:千円） 

 
前期 

自 平成27年11月１日 
至 平成28年４月30日 

当期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

A．不動産賃貸事業収益    

賃貸事業収入    

賃貸事業収入 3,559,947 3,981,640 

不動産賃貸事業収益合計 3,559,947 3,981,640 

B．不動産賃貸事業費用    

賃貸事業費用    

保険料 13,194 14,266 

修繕費 96,943 55,088 

支払地代 33,824 33,994 

減価償却費 735,681 831,174 

公租公課 216,260 287,204 

その他費用 207,191 207,019 

不動産賃貸事業費用合計 1,303,096 1,428,747 

C．不動産賃貸事業損益 （A－B） 2,256,851 2,552,892 
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［投資主資本等変動計算書に関する注記］ 

※１ 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 

 
前期 

自 平成27年11月１日 
至 平成28年４月30日 

当期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

発行可能投資口総口数 2,000,000口 2,000,000口 

発行済投資口の総口数 78,008口 81,757口 

 

［キャッシュ・フロー計算書に関する注記］ 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（単位:千円） 

 
前期 

自 平成27年11月１日 
至 平成28年４月30日 

当期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

現金及び預金 8,243,199 9,514,280 

現金及び現金同等物 8,243,199 9,514,280 

 

［リース取引に関する注記］ 

オペレーティング・リース取引（貸主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 
 

（単位:千円） 

 
前期 

平成28年４月30日 
当期 

平成28年10月31日 

１年以内 5,510,230 5,236,181 

１年超 39,041,491 37,935,717 

合計 44,551,725 43,171,898 

 

［金融商品に関する注記］ 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

 本投資法人では、新たな運用資産の取得等に際し、投資口の発行、金融機関からの借入又は投資法人債の

発行等による資金調達を行います。 

 デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目

的とした運用に限るものとします。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 借入金の資金使途は、主に運用資産の取得資金及び既存の借入金の返済等です。これらの資金調達に係る

流動性リスクや金利変動リスクについては、調達先の分散を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の発行

等による資本市場からの資金調達等を含めた多角的な資金調達を検討し、実施することで当該リスクを管

理、限定しています。 

 また、変動金利による借入金は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、LTV（総資産有利子負債比

率）を低位に保ち、長期固定金利による借入の比率を高位に保つことで、金利の上昇が本投資法人の運営に

与える影響を限定的にしています。さらに、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定化を進めるため

に、デリバティブ取引（金利スワップ取引等）をヘッジ手段として利用できることとしています。 

 預金は、本投資法人の余剰資金を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等で信用リスクに晒されて

いますが、安全性及び換金性を考慮し、市場環境及び資金繰りの状況を十分に勘案の上、預入期間を短期に

限定して慎重に行っています。 

 

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれています。当該価額の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件を用い

た場合、当該価額が異なることもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成28年４月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません（後記（注３）参照）。 

（単位：千円） 

 
貸借対照表計上額 

（注１） 
時価 

（注１）（注２） 
差額 

（１）現金及び預金 8,243,199 8,243,199 - 

（２）短期借入金 (1,100,000) (1,100,000) - 

（３）１年内返済予定の長期借入金 (4,565,213) (4,567,924) 2,711 

（４）長期借入金 (22,720,410) (22,973,913) 253,503 

 

 平成28年10月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません（後記（注３）参照）。 

（単位：千円） 

 
貸借対照表計上額 

（注１） 
時価 

（注１）（注２） 
差額 

（１）現金及び預金 9,514,280 9,514,280 - 

（２）短期借入金 - - - 

（３）１年内返済予定の長期借入金 (950,724) (952,478) 1,754 

（４）長期借入金 (26,209,332) (26,544,657) 335,325 

（注１）負債となる項目については、（ ）で示しています。 

（注２）金融商品の時価の算定方法 

（１）現金及び預金、（２）短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

（３）１年内返済予定の長期借入金、（４）長期借入金 

長期借入金のうち変動金利によるものは短期間で市場金利を反映しており、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、

当該帳簿価額によっています。固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に適用

される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。 

（注３）時価を算定することが困難と認められる金融商品 

預り敷金及び保証金は市場価格がなく、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合

理的にキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価評価の対象とはしていません。なお、預り敷金及

び保証金の貸借対照表計上額は以下のとおりです。 

（単位：千円） 

 
前期 

（平成28年４月30日） 

当期 

（平成28年10月31日） 

預り敷金及び保証金 2,718,309 2,789,454 

 

（注４）金銭債権の決算日（平成28年４月30日）後の償還予定額 

（単位：千円） 

  １年以内 

現金及び預金 8,243,199 

 

    金銭債権の決算日（平成28年10月31日）後の償還予定額 

（単位：千円） 

  １年以内 

現金及び預金 9,514,280 

 

- 260 -



（注５）借入金の決算日（平成28年４月30日）後の返済予定額 

（単位：千円） 

  １年以内 
１年超 

２年以内 
２年超 

３年以内 
３年超 

４年以内 
４年超 

５年以内 ５年超 

短期借入金 1,100,000 - - - - - 

長期借入金 4,565,213 4,305,008 2,428,274 5,340,008 2,028,137 8,618,983 

 

    借入金の決算日（平成28年10月31日）後の返済予定額 

（単位：千円） 

  １年以内 
１年超 

２年以内 
２年超 

３年以内 
３年超 

４年以内 
４年超 

５年以内 
５年超 

短期借入金 - - - - - - 

長期借入金 950,724 5,906,490 3,885,724 3,693,872 5,291,417 7,431,829 

 

［有価証券に関する注記］ 

前期（平成28年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

当期（平成28年10月31日） 

該当事項はありません。 

 

［デリバティブ取引に関する注記］ 

前期（平成28年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

当期（平成28年10月31日） 

該当事項はありません。 

 

［関連当事者との取引に関する注記］ 

１．親会社及び法人主要投資主等 

前期（自 平成27年11月１日  至 平成28年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

当期（自 平成28年５月１日  至 平成28年10月31日） 

該当事項はありません。 

 

２．関連会社等 

前期（自 平成27年11月１日  至 平成28年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

当期（自 平成28年５月１日  至 平成28年10月31日） 

該当事項はありません。 

 

３．兄弟会社等 

前期（自 平成27年11月１日  至 平成28年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

当期（自 平成28年５月１日  至 平成28年10月31日） 

該当事項はありません。 

 

４．役員及び個人主要投資主等 

前期（自 平成27年11月１日  至 平成28年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

当期（自 平成28年５月１日  至 平成28年10月31日） 

該当事項はありません。 
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［税効果会計に関する注記］ 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 
 

（単位:千円） 

 
前期 

平成28年４月30日 
当期 

平成28年10月31日 

繰延税金資産    

未払事業税損金不算入額 13 14 

繰延税金資産合計 13 14 

繰延税金資産の純額 13 14 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

（単位:％） 
 

 
前期 

平成28年４月30日 
当期 

平成28年10月31日 

法定実効税率 32.31 31.74 

（調整）    

支払分配金の損金算入額 △32.29 △31.72 

その他 0.04 0.03 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.06 0.05 

 

［賃貸等不動産に関する注記］ 

 本投資法人では、長野県その他の地域において、ホテル・旅館用の賃貸等不動産を有しています。これら賃貸等

不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。 

（単位:千円） 

 
前期

自 平成27年11月１日
至 平成28年４月30日

当期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

貸借対照表計上額（注１）    

 

期首残高 43,274,331 91,214,502 

期中増減額 （注２）47,940,170 （注３）3,585,011 

期末残高 91,214,502 94,799,513 

期末時価（注４） 104,483,000 109,299,000 

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。 

（注２）賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額は「ANAクラウンプラザホテル広島」等７物件（48,210,932千円）の取得によるも

のであり、主な減少額は減価償却（合計684,396千円）によるものです。 

（注３）賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額は「界 加賀」（3,209,143千円）の取得によるものであり、主な減少額は減価償却

（合計771,194千円）によるものです。 

（注４）期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。 

 

なお、賃貸等不動産に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。 

- 262 -



 
［セグメント情報に関する注記］ 

１．セグメント情報 

 本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

 

２．関連情報 

前期（自 平成27年11月１日  至 平成28年４月30日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を

省略しています。 

（２）地域ごとの情報 

① 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。 

② 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しています。 

（３）主要な顧客ごとの情報 

（単位:千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名 

株式会社星野リゾート 484,562 不動産賃貸事業 

株式会社ホライズン・ホテルズ 1,680,396 不動産賃貸事業 

株式会社ＳＨＲロードサイドイン 683,964 不動産賃貸事業 

 

当期（自 平成28年５月１日  至 平成28年10月31日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を

省略しています。 

（２）地域ごとの情報 

① 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。 

② 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しています。 

（３）主要な顧客ごとの情報 

（単位:千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名 

株式会社星野リゾート 498,509 不動産賃貸事業 

株式会社ホライズン・ホテルズ 1,838,547 不動産賃貸事業 

株式会社ＳＨＲロードサイドイン 697,742 不動産賃貸事業 
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［１口当たり情報に関する注記］ 

 
前期

自 平成27年11月１日
至 平成28年４月30日

当期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

１口当たり純資産額 445,516円 455,052円 

１口当たり当期純利益 10,303円 11,110円 

（注１）１口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。 

また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。 

（注２）平成28年10月31日を分割の基準日とし、平成28年11月１日を効力発生日として、投資口１口につき２口の割合による投資

口の分割を行いました。１口当たり純資産額及び１口当たり当期純利益については、前期首に当該投資口の分割が行われ

たと仮定して算定しています。 

（注３）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
前期

自 平成27年11月１日
至 平成28年４月30日

当期 
自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日 

当期純利益（千円） 1,600,731 1,815,763 

普通投資主に帰属しない金額（千円） - - 

普通投資口に係る当期純利益（千円） 1,600,731 1,815,763 

期中平均投資口数（口） 155,363 163,430 
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［重要な後発事象に関する注記］ 

１．資産の取得について

 本投資法人は、平成28年11月１日に以下の不動産（取得価格16,000百万円）を取得しました。なお、取得価

格は、売買契約書に記載された不動産の売買代金（取得経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を含みま

せん。）を記載しています。 

物件名称 所在地 取得先（注）
取得価格

（百万円）（注）
取得年月日

ハイアットリージェンシー大阪 大阪府大阪市
GCREF Japan I 

特定目的会社
16,000 平成28年11月１日

（注）取得価格には、当該物件の貸借先であるGCP Hospitality Japan株式会社から取得した設備等の売買代金（79百万円）を含みます。なお、

GCP Hospitality Japan株式会社は平成28年11月１日に株式会社HROに商号を変更しました。 

 

２.資金の借入れについて 

 本投資法人は、上記１.に記載の物件の取得資金及び関連費用の一部に充当するため、平成28年11月１日付で

以下の資金を借入れています。

変動 

固定 

区分 

借入先 借入額 利率 借入実行日 
最終返済期日 

（注４） 
返済方法 

変動 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 
15億円 

基準金利1
ヶ月日本円
TIBOR 
（注１） 
+0.400％ 

平成28年11月１日 平成29年10月31日 期日一括返済 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行

株式会社りそな銀行

株式会社福岡銀行

株式会社足利銀行

株式会社北陸銀行

株式会社山口銀行

株式会社池田泉州銀行

25億円 

基準金利1
ヶ月日本円
TIBOR 
+0.2375％ 
（注２） 

平成28年11月１日 平成31年４月30日 期日一括返済 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行

株式会社りそな銀行

株式会社福岡銀行

株式会社足利銀行

株式会社北陸銀行

株式会社山口銀行

株式会社池田泉州銀行

25億円 

基準金利1
ヶ月日本円
TIBOR 
+0.300％ 
（注３） 

平成28年11月１日 平成32年10月30日 期日一括返済 

固定 

株式会社りそな銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社福岡銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社足利銀行 

株式会社北陸銀行

株式会社山口銀行

20億円 0.54888％ 平成28年11月１日 平成33年４月30日 期日一括返済 
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変動 

固定 

区分 

借入先 借入額 利率 借入実行日 
最終返済期日 

（注４） 
返済方法 

固定 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

25億円 0.76832％ 平成28年11月１日 平成34年10月31日 期日一括返済 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

25億円 0.85244％ 平成28年11月１日 平成35年４月28日 期日一括返済 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

25億円 0.93702％ 平成28年11月１日 平成35年10月31日 期日一括返済 

（注１）利払期日に支払う利息の利息計算期間に適用する基準金利は、各利払期日について、直前の利払期日（最初の利息計算期間の場合、借

入実行日）の２営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR（Tokyo Interbank Offered Rate）のう

ち、利息計算期間に対応する月数の利率となります。ただし、当該期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方

法に基づき算定される基準金利となります。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ 

http://www.jbatibor.or.jp/でご確認いただけます。 

（注２）支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しており、金利は実質的に0.2785%に固定化され

ます。 

（注３）支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しており、金利は実質的に0.356%に固定化され

ます。 

（注４）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。 

 

３.投資口の分割について 

 平成28年10月31日を基準日、平成28年11月１日を効力発生日として、投資口１口につき２口の割合による

投資口の分割を行いました。 

（a）分割の目的 

少額投資非課税制度（NISA）の浸透等を踏まえ、投資口の投資単位当たりの金額を引き下げることによ

り、投資家がより投資しやすい環境を整え、更なる投資家層の拡大と投資口の流動性向上を図るもので

す。 

（b）分割の方法 

平成28年10月31日を基準日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本

投資法人の投資口を、１口につき２口の割合をもって分割しました。 

（c）本分割により増加した投資口数等 

分割前の本投資法人発行済投資口の総口数： 81,757口 

分割により増加した投資口数：       81,757口 

分割後の本投資法人発行済投資口の総口数： 163,514口 

 

 なお、前期首に当該投資口分割が実施されたものと仮定した場合における１口当たり情報の各数値は、前

記[１口当たり情報に関する注記]をご参照ください。 
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［退職給付に関する注記］ 

前期（平成28年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

当期（平成28年10月31日） 

該当事項はありません。 

 

［持分法損益等に関する注記］ 

前期（平成28年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

当期（平成28年10月31日） 

該当事項はありません。 

 

［資産除去債務に関する注記］ 

前期（平成28年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

当期（平成28年10月31日） 

該当事項はありません。 
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（７）【附属明細表】

① 有価証券明細表 

（イ）株式 

該当事項はありません。 

（ロ）株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 

 

③ 不動産等明細表のうち総括表                            （単位：千円） 

資産の種類 
当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額 

当期末 
残高 

減価償却累計額 
差引 
当期末 
残高 

摘要 
又は償却 
累計額 

当期 
償却額 

有 

形 

固 

定 

資 

産 

建物 51,692,917 3,706,356 － 55,399,273 2,729,273 745,040 52,670,000 (注１) 

構築物 1,311,237 258,497 － 1,569,735 80,642 22,535 1,489,093  

機械及び装置 83,801 － － 83,801 24,115 3,617 59,685  

工具、器具 
及び備品 

442,456 17,117 － 459,573 109,170 58,451 350,403  

土地 39,116,980 234,334 － 39,351,315 － － 39,351,315  

建設仮勘定 70,114 184,573 53,593 201,094 － － 201,094  

その他 16,141 － － 16,141 － － 16,141  

小計 92,733,649 4,400,879 53,593 97,080,935 2,943,201 829,645 94,137,734  

無 

形 

固 

定 

資 

産 
 

借地権 1,002,287 26,037 － 1,028,324 － － 1,028,324  

ソフトウエア 15,005 3,980 － 18,985 5,481 2,261 13,504  

小計 1,017,293 30,017 － 1,047,310 5,481 2,261 1,041,829  

合計 93,750,943 4,430,896 53,593 98,128,245 2,948,682 831,907 95,179,563  

（注１）当期増減額のうち、主な増加額は「界 加賀」の取得によるものです。 

 

④ その他特定資産の明細表 

 該当事項はありません。 

 

⑤ 投資法人債明細表 

 該当事項はありません。 
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⑥ 借入金明細表 

(単位：千円) 

区分 借入先 
当期首 

残高 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期末 

残高 

平均利率 

（％） 

（注１） 

返済期限 
返済 

方法 
使途 摘要 

短 

期 

借 

入 

金 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 
1,100,000 - 1,100,000 - 0.45957 

平成28年 

10月31日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

計 1,100,000 - 1,100,000 -          

長 

期 

借 

入 

金 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 
1,860,205 - 1,860,205 - 1.44478 

平成28年 

７月16日 
（注４） （注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

2,418,266 - 32,500 2,385,766 1.92875 
平成30年 

７月16日 
（注５） （注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

1,288,157 - 20,001 1,268,156 2.45886 
平成32年 

７月16日 
（注６） （注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社足利銀行 

株式会社静岡銀行 

700,000 - - 700,000 1.12207 
平成29年 

５月２日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

300,000 - - 300,000 1.52063 
平成31年 

５月２日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

942,852 - 14,287 928,565 1.99816 
平成33年 

４月30日 
（注７） （注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社足利銀行 

株式会社静岡銀行 

株式会社福岡銀行 

株式会社山口銀行 

株式会社京都銀行 

株式会社北陸銀行 

2,515,000 - - 2,515,000 0.36134 
平成30年 

４月27日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 885,000 - - 885,000 0.40000 
平成30年 

４月27日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社足利銀行 

株式会社静岡銀行 

株式会社福岡銀行 

株式会社山口銀行 

株式会社京都銀行 

株式会社北陸銀行 

2,550,000 - - 2,550,000 0.46134 
平成31年 

10月31日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 
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区分 借入先 
当期首 

残高 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期末 

残高 

平均利率 

（％） 

（注１） 

返済期限 
返済 

方法 
使途 摘要 

長 

期 

借 

入 

金 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 850,000 - - 850,000 0.50000 
平成31年 

10月31日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

1,500,000 - - 1,500,000 0.82080 
平成32年 

４月30日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

3,500,000 - - 3,500,000 1.12193 
平成33年 

10月29日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

3,000,000 - - 3,000,000 1.22788 
平成34年 

４月28日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

1,478,570 - 21,430 1,457,140 1.33575 
平成34年 

10月31日 
（注８） （注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三井住友銀行 2,500,000 - 2,500,000 - 0.50063 
平成29年 

４月３日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三井住友銀行 997,573 - 14,286 983,287 1.51809 
平成37年 

３月31日 
（注９） （注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社北陸銀行 

株式会社福岡銀行 

株式会社京都銀行 

- 900,000 - 900,000 0.50313 
平成32年 

４月30日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 - 500,000 7,143 492,857 1.09313 
平成35年 

４月28日 
（注10） （注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社日本政策投資銀行 - 500,000 7,143 492,857 1.47689 
平成37年 

４月30日 
（注11） （注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 - 600,000 8,572 591,428 1.66686 
平成38年 

４月30日 
（注12） （注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社北陸銀行 

株式会社福岡銀行 

- 860,000 - 860,000 0.49695 
平成33年 

４月30日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 - 1,000,000 - 1,000,000 0.82289 
平成35年 

４月28日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保 

無保証 

（注３） 

  計 27,285,623 4,360,000 4,485,567 27,160,056          

  合計 28,385,623 4,360,000 5,585,567 27,160,056          

（注１）変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。 

（注２）当該借入れの使途は、不動産等の取得及び関連費用の支払です。 

（注３）平成28年8月31日を効力発生日として、既存担保権を全て解除しました。 
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（注４）平成25年10月31日を初回とし、以降毎年４月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな

る場合には直前の営業日とします。）に25,000千円（ただし、初回は総額金14,795千円）を返済し、最終返済期日に残元本総額金

1,860,205千円を返済しました。 

（注５）平成25年10月31日を初回とし、以降毎年４月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな

る場合には直前の営業日とします。）に32,500千円（ただし、初回は総額金19,234千円）を返済し、最終返済期日に残元本総額金

2,288,266千円を返済する予定です。 

（注６）平成25年10月31日を初回とし、以降毎年４月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな

る場合には直前の営業日とします。）に20,001千円（ただし、初回は総額金11,838千円）を返済し、最終返済期日に残元本総額金

1,128,149千円を返済する予定です。 

（注７）平成26年10月31日を初回とし、以降毎年４月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな

る場合には直前の営業日とします。）に14,287千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金814,269千円を返済する予定です。 

（注８）平成28年４月28日を初回とし、以降毎年４月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな

る場合には直前の営業日とします。）に21,430千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金1,221,410千円を返済する予定です。 

（注９）平成28年４月28日を初回とし、以降毎年４月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな

る場合には直前の営業日とします。）に14,286千円（ただし、初回は総額金2,427千円）を返済し、最終返済期日に残元本総額金

754,711千円を返済する予定です。 

（注10）平成28年10月31日を初回とし、以降毎年４月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな

る場合には直前の営業日とします。）に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金407,141千円を返済する予定です。 

（注11）平成28年10月31日を初回とし、以降毎年４月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな

る場合には直前の営業日とします。）に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金378,569千円を返済する予定です。 

（注12）平成28年10月31日を初回とし、以降毎年４月及び10月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな

る場合には直前の営業日とします。）に8,572千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金437,132千円を返済する予定です。 

 
（単位：千円） 

  １年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

短期借入金 - - - - - -

長期借入金 950,724 5,906,490 3,885,724 3,693,872 5,291,417 7,431,829 

合計 950,724 5,906,490 3,885,724 3,693,872 5,291,417 7,431,829 
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２【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

  （平成28年10月31日現在） 
 
  金額 

Ⅰ．資産総額 105,709,827千円 

Ⅱ．負債総額 31,302,406千円 

Ⅲ．純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 74,407,420千円 

Ⅳ．発行済数量 163,514口 

Ⅴ．１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 455,052円 

 （注）資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、平成28年10月31日を基準日、平成28年11月１日を効力発生

日として、投資口１口につき２口の割合による投資口の分割を行いました。当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して発行済数量を記載

し、また、１口当たり純資産額を算定しています。 
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第６【販売及び買戻しの実績】

計算期間 販売日 販売口数（口） 買戻し口数（口） 
発行済投資口の 
総口数（口） 

第２期 
（自 平成25年11月１日 
至 平成26年４月30日） 

       

－ － － 20,250 

       

第３期 
（自 平成26年５月１日 
至 平成26年10月31日） 

平成26年５月１日 22,000 － 42,250 

平成26年５月27日 719 － 42,969 

第４期 
（自 平成26年11月１日 
至 平成27年４月30日） 

       

－ － － 42,969 

       

第５期 
（自 平成27年５月１日 
至 平成27年10月31日） 

平成27年５月１日 6,400 － 49,369 

平成27年５月26日 320 － 49,689 

第６期 
（自 平成27年11月１日 
至 平成28年４月30日） 

平成27年11月２日 26,970 － 76,659 

平成27年11月25日 1,349 － 78,008 

第７期 
（自 平成28年５月１日 
至 平成28年10月31日） 

平成28年５月２日 3,570 － 81,578 

平成28年５月24日 179 － 81,757 

（注１）本邦外における販売及び買戻しの実績はありません。 
（注２）本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。 
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第７【参考情報】
当計算期間の開始日から本有価証券報告書提出日までの間に、以下の書類を関東財務局長に提出しています。 

 

平成28年７月28日 有価証券報告書（計算期間：第６期 平成27年11月１日～平成28年４月30日） 

 

平成28年９月20日 臨時報告書 

 

平成28年12月15日 臨時報告書 
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独立監査人の監査報告書 

 

    平成29年1月23日

星野リゾート・リート投資法人    

  役員会 御中  

 

太陽有限責任監査法人 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

  公認会計士   大 兼  宏 章  印 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

  公認会計士   岩 﨑   剛   印 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲げ

られている星野リゾート・リート投資法人の平成28年5月1日から平成28年10月31日までの第7期計算期間の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注

記表及び附属明細表について監査を行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、星野リゾ

ート・リート投資法人の平成28年10月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキャッシ

ュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

強調事項 

「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、投資法人は資産の取得及び資金の借入れを行っている。

当該事項は、当監査法人の監査意見に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係 

投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上

 

（注１）上記は独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別途

保管しています。 

（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 
 


